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平成２０年第１回豊頃町議会定例会会議録（第１号） 
平成２０年 ３月 ５日（水曜日） 

 

◎議事日程 

日程第 １   会議録署名議員の指名 

日程第 ２   会期の決定 

日程第 ３  委員会報告第１号 議会運営委員会所掌事務調査結果報告 

日程第 ４  議  案  第 ９ 号 平成１９年度豊頃町一般会計補正予算（第５

号） 
日程第 ５  議 案 第１０号 平成１９年度豊頃町国民健康保険特別会計

補正予算（第２号） 
日程第 ６  議 案 第１１号 平成１９年度豊頃町介護保険特別会計補正

予算（第４号） 
日程第 ７  議 案 第１２号 い平成１９年度豊頃町老人保健特別会計補正

予算（第２号） 
日程第 ８  議 案 第１３号 平成１９年度豊頃町医療施設特別会計補正

予算（第１号） 
日程第 ９  議 案 第１４号 平成１９年度豊頃町簡易水道特別会計補正

予算（第４号） 

日程第１０  議 案 第１５号 平成１９年度豊頃町公共下水道特別会計補

正予算（第２号） 
日程第１１   平成２０年度町政執行方針及び教育行政執

行方針の説明 
日程第１２  議 案 第１６号 豊頃町課設置条例の一部改正 

日程第１３  議 案 第１７号 豊頃町行政改革推進委員会設置条例の一部

改正 
日程第１４  議 案 第１８号 豊頃町有バスの運行に関する条例の一部改

正 
日程第１５  議 案 第１９号 豊頃町職員の育児休業等に関する条例の一

部改正 
日程第１６  議 案 第２０号 豊頃町職員の給与に関する条例の一部改正 

日程第１７  議 案 第２１号 豊頃町国民健康保険税条例の一部改正 

日程第１８  議 案 第２２号 豊頃町行政財産使用料条例の一部改正 

日程第１９  議 案 第２３号 こどもプラザとよころ設置条例の制定 

日程第２０  議 案 第２４号 豊頃町学童保育所条例の一部改正 

日程第２１  議 案 第２５号 豊頃町乳幼児医療費給付条例の一部改正 
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日程第２２  議 案 第２６号 豊頃町後期高齢者医療に関する条例の制定 

日程第２３  議 案 第２７号 豊頃町重度心身障害者及びひとり親家庭等

の医療費の助成に関する条例の一部改正 
日程第２４  議 案 第２８号 

 
豊頃町介護保険条例の一部改正。 

日程第２５  議 案 第２９号 豊頃町過疎地域自立促進市町村計画の一部

変更 
日程第２６  同意案 第  １  号 豊頃町固定資産評価審査委員会委員の選任 

日程第２７   陳情の委員会付託 

日程第２８   休会の議決 

 

◎出席議員（９名） 

１番 藤 田 博 規 君  ２番 松 﨑 政 利 君 

３番 菅 谷   誠 君  ４番 森   一 彦 君 

５番 大 崎 英 樹 君  ６番 大 谷 友 則 君 

７番 長谷川 勝 夫 君  ８番 津久井 精 一 君 

９番 小野木 英 毅 君    
 

◎欠席議員（０名） 

 

◎出席説明員 

町 長  宮 口   孝 君 

副 町 長  石 田   貢 君 

教 育 委 員 長  村 中 健 吉 君 

教 育 長  菅 原 裕 一 君 

農 業 委 員 会 長  竹 下 昌 徳 君 

代 表 監 査 委 員  山 口 浩 司 君 

総 務 課 長  熊 野 幸 雄 君 
会 計 管 理 者 兼 

出 納 税 務 課 長 兼 

農 委 事 務 局 長 

 
吉 村   進 君 

地 域 振 興 課 長  和 田 宏 樹 君 

住 民 課 長  田 中 啓 喜 君 

福 祉 課 長  渡 辺 政 博 君 

産 業 課 長  金 川 正 次 君 
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施 設 課 長  石 塚 周 二 君 

教 育 委 員 会 教 育 課 長  友 重 誠 一 君 
 
◎議会事務局職員 

事 務 局 長  佐 藤   潤 君 

庶 務 係 長  矢 野 利 治 君 
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再開 午前１０時００分 

 

 

◎ 開会宣告 

●小野木議長 ただいまから、平成２０年第１回豊頃町議会定例会を開会します。 
 

◎ 開議宣告 

●小野木議長 これから本日の会議を開きます。 
 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 
 
         ◎ 諸般の報告 
●小野木議長 議事に入る前に、諸般の報告を行います。 
 事務局長に諸般の報告をさせます。 
 佐藤事務局長。 
●佐藤事務局長 諸般の報告を申し上げます。 
 議会事務局報告につきましては、お手元に配布のとおりでございます。 
 次に、監査委員より、平成１９年１２月から平成２０年２月までの例月現金出納検

査報告書の提出がありました。 
 報告書は、それぞれお手元に配布のとおりでございますので、ご覧いただきたいと

思います。 
 以上です。 
●小野木議長 これで諸般の報告を終わります。 
 
         ◎ 行政報告 
●小野木議長 次に町長から行政報告の申し出がありましたので、これを許します。 
 宮口町長。 
●宮口町長 第１回定例会の行政報告を申し上げます。 

最初に森林組合の合併についてであります。 
広域合併協議を進めていた十勝中央、池田、豊頃の３森林組合は、去る２月６日に

十勝支庁長、関係５市町村長、道森林組合連合会長の立会のもと合併予備契約書に調

印を行っております。 

この合併は、基盤、財政力の脆弱な個々の森林組合から組織力、機能性の高い広域

的な組織に再編するとともに、カラマツ加工施設の再編により、カラマツ資源の高付

加価値化を目指すものとなっております。 

今後、５月に開催される各森林組合の総会において合併についての議決が行われ、

１０月１日道内最大規模の「十勝広域森林組合」として発足される予定となっており

ます。 

なお、カラマツ加工再編工場の位置については未定でありますが、各森林組合の総

会までには決定する意向のようであります。 

「十勝広域森林組合」の本所の位置は芽室町としておりますが、工場の再編によっ

ては、本所の位置についても再検討されることとなっております。 

次に、民間が開設するグループホームについてであります。 
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民間が開設する「グループホーム」についてでありますが、丸信産業株式会社は、

本年秋を目途に、｢認知症対応型共同生活介護｣（グループホーム）を、町内中央新町

５０番地の自社所有地に開設すべく計画中であります。 

現在、基本設計を進めているところであり、事業内容は、１ユニット９人の認知症

高齢者の入所を予定、木造平屋建、面積約３００平方メートルで、介護保険法に伴う

豊頃町の事業所指定を受けるため、既に事務レベルでの調整を行っております。 

 なお、４月に建築確認申請、６月に着工の予定でありますが、このことが本町の老

人福祉の向上に寄与されることを期待しております。 

 以上であります。 

●小野木議長 これで行政報告は終わりました。 
 
         ◎ 会議録署名議員の指名 
●小野木議長 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 
 会議録署名議員は、会議規則第１１８条の既定によって、２番松崎政利議員及び３

番菅谷誠議員を指名します。 
 
         ◎ 会期の決定 
●小野木議長 日程第２ 会期の決定の件を議題とします。 
 お諮りします。 
 本定例会の会期は、本日から３月１３日までの９日間にしたいと思います。 
 ご異議ありませんか。 

（異議なし） 
●小野木議長 異議なしと認めます。 
 したがって、本定例会の会期は、３月１３日までの９日間に決定しました。 
 
         ◎ 委員会報告第１号 
●小野木議長 日程第３ 委員会報告第１号議会運営委員会所掌事務調査結果報告

の件を議題とします。 
 本件について、委員長の報告を求めます。 
 大崎議会運営委員長。 
●大崎議会運営委員長 委員会報告第１号。 

議会運営委員会所掌事務調査結果報告書。 
本委員会の所掌事務について、調査の結果を次のとおり、会議規則第７７条の規定

により報告します。 
記。 
１、調査事件。 
（１）平成２０年第１回豊頃町議会定例会の議会運営に関する事項。 
２、調査期日。 
平成２０年２月２９日。 
３、調査の経過。 
（１）平成２０年第１回豊頃町議会定例会の議会運営に関する事項。 

 平成２０年２月２７日招集、告示のあった平成２０年第１回豊頃町議会定例会の議
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会運営に関する事項について、同月２９日に委員会を開催し、会期及び会期日程等に

ついて協議を行った。 
 ４、調査の結果。 
 （１）平成２０年第１回豊頃町議会定例会の議会運営に関する事項。 
 ア、会期及び会期日程等については、３月１３日を会期最終日とすることとして日

程を調整した。 
 また、本会議において新年度予算審議が行われることに伴い議長から会議規則第５

５条の規定（質疑回数の制限）を適用しない旨を会議に諮るとともに、審議が２日目

で終了した場合は、３日目を休会することとした。 
 イ、一般質問の通告期限は、３月５日午後５時とした。 
 ウ、陳情書の取り扱いについては、平成１９年第４回定例会閉会後に受理したもの

は２件であり、本町議会の運営基準に基づき所管の産業厚生常任委員会に付託すべき

もの１件、議員配布にとどめるべきもの１件とした。 
 エ、豊頃町課設置条例の改正に伴う発議による豊頃町議会、委員会条例の一部改正

にあたり改正内容等を調整した。 
 オ、同意案件第１号固定資産評価審議委員会委員の選任については、議会運営基準

に基づき、討論を省略し、簡易採決することとした。 
 カ、付託事件の審査等のための各常任委員会開催については、定例会初日の３月５

日に開催するよう日程を調整した。 
 以上。 
●小野木議長 これから質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 

（な し） 
●小野木議長 質疑なしと認めます。 
 したがって、委員会報告第１号は、報告済みとします。 
 
         ◎ 議案第９号 
●小野木議長 日程第４ 議案第９号平成１９年度豊頃町一般会計補正予算（第５

号）についてを議題とします。 
 本案について、提案理由の説明を求めます。 
 熊野総務課長。 
●熊野総務課長 議案第９号平成１９年度豊頃町一般会計補正予算（第５号）につい

て、ご説明申し上げます。 
 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６，６５７万１，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４６億６，５２４万５，０００円と定めるも

のであります。 
 補正の内容につきまして、歳出からご説明申し上げます。 
 ２１ページをご覧願います。 
 １款議会費から２５万１，０００円を減額。 
 ２款総務費から、１項総務管理費、３目財産管理費、積立金、財政調整基金利子等

の積立金など、１５５万６，０００円を追加。 
 ４項選挙費、参議院議員選挙費、知事道議会議員選挙費を精査し２０２万６，００
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０円減額するなど、合わせて５６４万３，０００円減額。 
 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、国民健康保険特別会計繰出金、

３，６０３万７，０００円を追加。 
 ４目老人福祉費、介護保険特別会計繰出金として、６７２万９，０００円減額。 
 ６目老人医療費、老人保健特別会計繰出金７０７万７，０００円減額。 
 ２項児童福祉費、１目保育所費、代替保育補助員などの賃金、２８０万円減額する

など、合わせて１，６５５万８，０００円を追加。 
 ４款衛生費、１項保健衛生費、３目保健指導費、巡回ドックなどの委託料、２３４

万９，０００円を減額。医療施設特別会計１３７万円追加。 
 ５目清掃費、くりりんセンター負担金など、２３５万３，０００円を減額。 
 ２項簡易水道費、簡易水道特別会計繰出金６，６９１万６，０００円を追加するな

ど、合わせて６，３０３万７，０００円を追加。 
 ５款農林水産業費から、１項農業費、２目農業総務費、農業経営基盤強化資金利子

補給などの補助金、１０２万１，０００円減額。 
 ３項林業費、２目林道整備費、森林管理道安骨線開設工事請負費を精査し、１１８

万５，０００円を減額するなど、合わせて５１４万６，０００円減額。 
 ６款商工費から６４万２，０００円減額。 
 ７款土木費、２項道路橋梁費、２目除雪費、除排雪委託料１，０００万円を追加。 
 ６項公共下水道費、公共下水道特別会計繰出金１３１万９，０００円減額するなど、

合わせて８１０万３，０００円を追加するものであります。 
 ８款消防費から１目消防費、東十勝消防事務組合負担金、１６９万１，０００円減

額。 
 ２目災害対策費、救急排水機場操作委託業務などの委託料、２５０万円減額するな

ど、合わせて４６１万７，０００円を減額。 
 ９款教育費から１項教育総務費、４目スクールバス管理費、備品購入費スクールバ

ス購入費として、１９２万３，０００円を追加。 
 ４項社会教育費、１目社会教育総務費、生涯学習講演事業講師謝金などの報奨金、

８０万円を減額するなど、合わせて３６３万２，０００円を減額。 
 １０款災害復旧費から６万７，０００円を減額。 
 １１款公債費から長期債償還利子などからの１１２万９，０００円を減額するもの

であります。 
 以上が、歳出に係る補正の内容でありますが、これら歳出に伴う歳入につきまして、

１３ページをご覧願います。 
 １款町税に法人町民税、６３５万円を追加するなど、１，３２１万３，０００円を

追加。 
 ９款地方交付税に１億５，０２０万２，０００円を追加。 
 １１款分担金及び負担金に農業費負担金１０万円を追加。 
 １２款使用料及び手数料に住宅使用料２２２万円を追加するなど、２２２万５，０

００円を追加。 
 １３款国庫支出金、土木費において、地域住宅交付金事業補助金を繰越明許費とし

て組替えすることとし、消防費委託金２５０万円を減額するなど、合わせて３０９万

円を減額。 
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 １４款道支出金から社会福祉費負担金２２５万４，０００円を追加し、社会福祉費

補助金２１１万３，０００円、林業費補助金１４７万８，０００円減額するなど、合

わせて３１１万３，０００円を減額。 
 １５款財産収入に立木売払い収入３２０万５，０００円追加するなど、４７６万１，

０００円を追加。 
 １６款寄附金４３万円を追加。 
 １７款繰入金から財政調整基金繰入金１億円減額。国民健康保険特別会計繰出金か

ら９２万９，０００円を追加するなど、９，９３６万６，０００円を減額。 
 １９款諸収入に高額療養費返還金１６６万９，０００円を追加するなど、１９０万

９，０００円を追加。 
 ２０款町債に農林水産業債など８０万円を減額するなど、合わせて７０万円を減額

するものであります。 
 次に、８ページをお開き願います。 
 第２表、債務負担行為補正でありますが、平成１９年度農業経営基盤強化資金利子

補給、１，４１４万１，０００円、平成１９年度農業経営安定資金利子補給、１０５

万６，０００円、漁業施設低気圧災害対策特別資金利子補給、２３２万５，０００円

に改め、庁舎及びえるむ館管理業務委託料、１，４６７万９，０００円、総合体育館

管理業務委託料７０５万８，０００円を追加し、債務負担行為限度額の総額を３，９

２５万９，０００円として改め定めるものであります。 
 次に、９ページをお開願います。 
 第３表、地方債補正でありますが、一般単独事業を１０万円減額し、９７０万円、

公営住宅建設事業を１０万円追加し、１億２，３３０万円、過疎対策事業に７０万円

減額し、６，６２０万円補正し、地方債限度額総額を３億４，８０９万円から７０万

減額し、３億４，７３９万円に改め、定めるものであります。 
 次に、１０ページをお開き願います。 
 第４表、繰越明許費補正でありますが、７款土木費、３項住宅費に地域住宅交付金

事業９，１６６万円とし、繰越明許費の総額を１億２，４０９万３，０００円と定め

るものであります。 
 以上でありますので、よろしくご審議くださるようお願いします。 
●小野議長 これから質疑を行います。 
 歳入歳出事項別明細書により、歳入を款ごとに質疑を受けます。 
 １３ページ、１款町税。 
 ９款地方交付税。 
 １１款分担金及び負担金。 
 １２款使用料及び手数料。 
 １３款国庫支出金。 
 １４款道支出金。 
 １５款財産収入。 
 １６款寄付金。 
 １７款繰入金。 
 １９款諸収入。 
 ２０款町債。 
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質疑はありませんか。 
（な し） 

 ●小野議長 歳入全般について、質疑を受けます。 
 質疑はありませんか。 

（な し） 
 ●小野議長 次に、歳出については、項ごとに質疑を受けます。 
 ２１ページ、１款議会費、１項議会費。 
 ２款総務費、１項総務管理費。 
 ２項徴税費。 
 ３項戸籍住民基本台帳費。 
 ４項選挙費。 
 ５項統計調査費。 
 ６項監査委員費。 
 ３款民生費、１項社会福祉費。 
 ２項児童福祉費。 
 ４款衛生費、１項保健衛生費。 
 ２項簡易水道費。 
 ５款農林水産業費、１項農業費。 
 ２項畜産業費。 
 ３項林業費。 
 ４項水産業費。 
 ６款商工費、１項商工費。 
 １番藤田議員。 
●１番藤田議員 なたね栽培試験費についてお伺いしたいと思います。 
 状況はどういうことだったのかお聞かせ願いたいと思います。 
●小野木議長 答弁、金川産業課長。 
●金川産業課長 昨年のなたね栽培の件でございますが、十勝管内５市町村で約２８

ヘクタールほどのなたねが栽培されております。 
 それから町の試験圃場合わせて２８ヘクタール程度になってございますが、残念な

がら秋まきのきざきのなたねという種を１回冬眠をさせて、春まきにしたということ

で、きざきのなたね事態があきまき品種であることから、圃場がばらつき、なかなか

思うような成果が上げられなかったと、最高で４月の下旬にまいた圃場が１００キロ

程度反収ありましたが、低い状況にありました。 
 以上であります。 
●小野木議長 １番藤田議員。 
●１番藤田議員 今、農業情勢は必ずしも、いい状況ではないんですが、なたね栽培

によって、それに取り組もうかなという農家が見受けられます。 
 このことについて今後採算的に合うかどうか、そのへんはどのようにみております

か。 
●小野木議長 答弁、金川産業課長。 
●金川産業課長 今あくまでも試験栽培の段階でございまして、なかなか寒冷地帯に

適さない種でございまして、東北農試等で種子が作られてきているということで、積
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雪地帯滝川等では思うような収量が上がっているところでございますが、１１月並び

に１２月凍結が激しい十勝については、思うような成果が上がってこない。 
 今、秋まきで豊頃、更別等で秋まきに調整をしていただいております。 
 それらの凍結状況等を見極める、それから春まきについては、春まきの品種を植え

ていきたいということで、今年については、そういう調査をやりながらなんとか収量

増につなげていきたいというふうに思っております。 
 出来うるものであれば、滝川等の３００キロから３５０キロ、ドイツでは４００キ

ロから５００キロというものが収量的になっているみたいでございますが、そこまで

もいかなくてもなんとか滝川に準じるくらいな３００キロくらい程度になれば、ある

程度栽培費用があまりコストが掛からないということで、皆様にお勧め出来る状態に

なってくるかなというふうに思っております。 
●小野木議長 １番藤田議員。 
●１番藤田議員 今後この栽培試験というのは、どの位の期間で続ける見込みです

か。 
●小野木議長 答弁、金川産業課長。 
●金川産業課長 現在、今年の３月には今エコエルクの菜種の工場、それからＢＤＦ

の工場というものが完成するわけでございますが、それらのソフト事業で５年間、今

十勝搾油作物栽培協議会ということで、それぞれソフト事業で試験をすることにして

ございます。 
 それらの委託先としましては、十勝農業試験場でそれぞれ調査を行っておりますの

で、なんとか５年間の間には結論を出していきたいというふうに思っております。 
●小野木議長 先に進みます。７款土木費、１項土木管理費。 
 ２項道路橋梁費。 
●小野木議長 ５番大崎議員。 
●５番大崎議員 委託料の件で、１，０００万補正されますが、例年と比べまして現

況ではどのような状況であったのかということ、それからこの１，０００万について

の、委託していますから、本町全町のどの部分までなのかというところを、もう少し

詳しく説明いただきたいなというふうに思います。 
●小野木議長 答弁、石塚施設課長。 
●石塚施設課長 本年の降雪につきましては、皆さんご承知のとおり非常に少ない晴

天の日が続いて幸いなことでありましたけれども、現在のところ雪による出動という

のは４回程度、さらに２月・３月に入りましてから強風による出動が相当ありまして、

現計の予算の中では、足りなくなる可能性があるということで、補正計上させていた

だいたわけでございますが、おおよその予算といたしまして、１回の積雪で全車出動

をかけますと、約２５０万から３００万程度かかるわけでして、幸いなことにこのよ

うな状況で続けば不要額として残るかと思いますけれども、大雪災害等の状況に対応

するために、今回１，０００万円補正計上させていただいたところです。 
 以上です。 
●小野木議長 ５番大崎議員。 
●５番大崎議員 説明内容で十分理解できるんですが、それでは前年比からします

と、そのへんのとらえかたと言いますか、予想されることというのは、どのくらい今

課長の説明では例年よりも少ないというようなことと、一時的な強風ということでこ
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れを計上したということなんですが、そのへんの見通しというのは、いま若干ふれて

いますが前年と対比してもう少し数字的に理解出来るように説明いただきたいんで

すが。 
●小野木議長 答弁、石塚施設課長。 
●石塚施設課長 細かい資料については、誠に申し訳ありませんが、今持ってきてお

りませんけれども、ほぼ前年と同様なペースできているかと思いますけれども、この

雪に関しては、とりえあえずお天気でございますので、どんな状況になるかというの

は、例年のいわゆる過去のデータに基づいてやらざるおえないんですけれども、昨年

も３月の議会において１，０００万円を補正計上させて頂いたところでございますの

で、このような形で来るべき大雪があった場合の対応ということで、ご理解をいただ

きたいと思います。 
●小野木議長 ５番大崎議員。 
●５番大崎議員 なぜ、このような質問をしたかと言いますと、昨今の気候変動とい

うものが非常に重要視されて、専門家はそれらについての分析等をいたしています。 
 そういう中における、後日、新年度予算も審議するわけですが、そういうようなこ

とからみて、やはり実務者としての立場からこれらの十分なやはり分析等の資料と

も、やはり調査される、そういうようなことから期待をしたいわけなんで、出来れば

この新年度予算に向かっての現場としての責任者として、考え方がどのように執行者

にそれらについての述べられているのかあるいは強調されているのかそのへんの考

え方をちょっとお聞きしたいと思います。 
●小野木議長 答弁、石塚施設課長。 
●石塚施設課長 大崎議員がおっしゃりたいのは、いわゆる地球温暖化による気象変

動の影響が除雪費のどのへんに影響されるのかということを、お聞きしたいんだろう

と思いますけれども、雪に関しては、かなり年度によって変動がありまして、当初で

組む場合には、いわゆる最低限の予算を計上した中で、雪が降った場合の対応という

ことで今回は補正計上させていただいたわけですが、現実的に降雪時に町内調査して

みますと、大津ではゼロの時でも、統内平和方面では２０センチ、３０センチ積雪が

ありますし、町内においてもかなり局地的な降雪というのがございます。 
 それで、一概に全町出動と最初申し上げましたけれども、雪に対応した出動態勢を

とっているということで、ご理解をいただきたいと思います。 
●小野木議長 先に進みます。 
 ３項住宅費。 
 ４項河川費。 
 ５項施設費。 
 ６項公共下水道費。 
 ８款消防費、１項消防費。 
●小野木議長 ５番大崎議員。 
●５番大崎議員 消防費の負担金が、３項目これは節のところの、負担金補助金の交

付金で、全項が三角になっていますが、これはどのような意味合いでこのように減額

の状況になったのか。を説明いただきたいと思います。 
●小野木議長 答弁、熊野総務課長。 
●熊野総務課長 私のほうからお答え申し上げます。 
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 消防費の負担金の減額の主な理由ですけれども、消防の数につきましては、特に非

常備消防費が計上されていますけれども、これについては昨年は災害が少なかったと

いうことで、団員さんの出動が少なくて、報酬だとか費用弁償等が主に減額理由であ

ります。 
 常備消防費については、旅費だとか通信等が通信費、電話料が減額の主な理由でご

ざいます。 
 以上であります。 
●小野木議長 先に進みます。 
 ２項災害対策費。 
 ９款教育費、１項教育総務費。 
 ２項小学校費。 
 ３項中学校費。 
 ４項社会教育費。 
 ５項保健体育費。 
 １０款災害復旧費、３項林業施設災害復旧費。 
 １１款公債費、１項公債費。 
●小野木議長 歳出全般について質疑を受けます。  
 質疑はありませんか。 
 ４番森議員。 
●４番森議員 衛生費のところで、ちょっとお伺いしたいと思います。 
 医療施設いわゆる病院、実はですね先生が替わられてから後は、非常に患者さんも

戻ってこられて、日々いいうわさを聞いていたんですが、町のほうにはこのごろ苦情

等はきておりませんか。 
 まず、お伺いしてみたいと思います。 
●小野木議長 答弁、渡辺福祉課長。 
●渡辺福祉課長 具体的にどのようなことなのかですけれども、苦情、直接先生に対

する、あるいは施設に対する苦情というのは承っておりません。 
●小野木議長 ４番森議員。 
●４番森議員 実は、これ私この頃やけに聞かされるんです。 
 正直言いまして、何かと言いますと、若干対応が悪くなったという噂、何を言いた

いのかと言いますと、実は生命に関るような状態の事が連続２件続いたわけでござい

ます。 
 そんなことから、是非とも我が町の病院ということで、対応にもうちょっとなんと

かならないのかなという苦情が私共に寄せられておりますので、お伺いしたしだいで

ございます。 
●小野木議長 答弁、渡辺福祉課長。 
●渡辺福祉課長 そのようなことにつきましては、私ども詳細伺ってはおりませんけ

れども、関連しましては、ある場合には救急患者が帯広に搬送される場合には、先生

もついて救急車に乗って行かれるというような、そういう話は聞いておりますけれど

も、今のようなお話しはまだ伺っておりません。 
●小野木議長 ほかに、質疑はありませんか。 
●小野木議長 ５番大崎議員。 
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●５番大崎議員 歳出の中でお聞きするのは遅れました、３６ページの教育総務費の

項になりますが、管理費の中の備品購入のところで、スクールバスの１９２万３，０

００円。 
 これについては、いろいろと購入される事情が起きているんであろうというふうに

予想していますが、これらについての説明をひとつお願いします。 
●小野木議長 答弁、友重教育課長。 
●友重教育課長 スクールバス購入費でございます。 
 ２８人乗り１台１９２万３，０００円ということで、備品購入のほうでみさしてい

ただいております。 
 町内スクールバスの運行につきましては、現行９路線、９台のバスで町内の小中学

生約４分の３、７５％の児童生徒が通学しております。 
 この中で１路線湧洞線につきましては、民間に委託、毎日交通に委託をして運行し

ていたわけでございます。 
 委託料が、年々増加している中で、新年度に向けてどのようなスクールバスの運行

体制がいいかということで、内部でもいろいろ検討しまして、たまたま町内にもタク

シーの会社が出来ました。 
 そこらへんの運行だとか、いろいろ検討した中で、中古のバス１台を購入し、大き

な費用を占めるものは、人件費でございます。 
 人件費等について、町の嘱託職員を庁内の異動の中で利用するような形で経費を節

減しながら、新年度運行していこうということを考え、急きょ補正で中古ではあるん

ですけれども、２８人乗りのマイクロバス１台を購入して、対応していこうというこ

とでございます。 
 以上でございます。 
●小野木議長 ５番大崎議員。 
●５番大崎議員 購入される理由については、理解いたしました。 
 それらについての、いわゆる本町の経費削減、それから行財政改革それに鑑み、そ

れらについてのご努力は非常に敬意を表しますが、ちょっと心配しているところは、

今の説明の中で、中古の２８人乗りの１台ということで、これらについての車体的な

耐久性とか、あるいは利便性というか、そういうものについては、相当検証されてい

るんであろうというふうには予想されますが、それらについてのディーラーとのそれ

らのサービス保証というのはどのようになっていますか。 
●小野木議長 答弁、友重教育課長。 
●友重教育課長 中古のバスということで、やはり管内でいえばあまり台数があるも

のではございません。 
 それでいろいろ確認したところ、たまたまホテルの送迎用に使われていたバス、年

式はちょっと古いですけれども、平成３年車でございます。 
 かなり古い年式になっております。 
 ただ、走行距離が１０万８，０００キロでございます。 
 ドライバーも行って、実際試乗して内容を確認して、このバスを利用した中で運行

を進めていきたいと、町内のバスにおきましても、走行距離と年式につきましては、

ある程度その路線によって、走行距離などは変わるんですけれども、目途として６０

～７０万、年数にして２５年程度を目途に更新をしていこうということで統一をして
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進めているところでございます。 
 当然今回納入するバスも中古ということではありますけれども、その保障などにつ

いては、当然新たに１年以内に不合理が出てきたような場合には、クレームの中で実

施していこうと考えているところでございます。 
●小野木議長 ５番大崎議員。 
●５番大崎議員 非常に聞いていて、非常に大丈夫かなと単純に思いました。 
 少なくともこれは、営業車ではありませんでしたという意味合いで、個人ホテル業

をされている方の廃車といいましょうか、中古というような内容のようですが、正直

言うと年式が平成３年ということになると単純に、もう１７年、車としては私はどう

かなというところがありますが、それについては、いろいろと検討されたんでありま

しょうけれども、これらについて、私は当初の１回目の説明の内容からいきますと、

理解はしますが、これこそ私はやはりいま課長の説明のように児童生徒が利用するも

のとして、そしてこれを安全輸送するためのドライバーの方々の責任というのもこれ

は当然安全から考えるといかがなものなのかなと感じます。 
 しかし、この営業車といいましょうか運行する以上は、やはり寿命があると思いま

すが、最後になりますが、これは理事者、執行者、最高管理者にお聞きしたいんです

が、これこそ安全という意味合いから、節約はわかりますが、もう少し程度のいいも

のを、これは見ていませんからわかりませんが、考えるべきではなかったのかなと、

最後になりますが、これは限度ありますので、車検は何年更新でございますか、それ

と関係の理事者からもこのことについて、町理事者とも打ち合わせしたんでしょうけ

れども、再考できるものでなかったのか、そういうようなところもお聞きしたいなと

いうふうに思います。 
●小野木議長 答弁、菅原教育長。 
●菅原教育長 スクールバスの運行目的の第一は、議員ご指摘のとおり子供の安全な

輸送であります。 
 この点に私たちも、第一と考えまして危機管理を前提とした、安全安心な運行に十

分配慮してきましたし、これからもこの方針でまいりたいというふうに思います。 
 今回のスクールバス購入のお願いでございますけれども、現時点で考えうる最大の

配慮をしたものでございます。 
 すなわち町財政、行政改革大綱、スクールバスの交通運行等、総合的に勘案した結

果、現在予定しているバスについては、整備管理者等の点検を受けまして、十分安全

安心な運行が出来るものと判断をしたところでございます。 
 車検等の際にも、十分配慮してまいりますし、バックライト等必要な装備につきま

しては、装填を予定して進めてまいりたいと考えているところであります。 
 以上でございますので、今後ともよろしくお願い申し上げたいと思います。 
●小野木議長 ほかに、質疑はありませんか。 

（な し） 
●小野木議長 次に、８ページ、「第２表 債務負担行為補正」について質疑を受け

ます。 
 質疑はありませんか。 

（な し） 
●小野木議長 次に、９ページ、「第３表 地方債補正」について質疑を受けます。 
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 質疑はありませんか。 
（な し） 

●小野木議長 次に、１０ページ、「第４表 繰越明許費補正」について質疑を受け

ます。 
 質疑はありませんか。 

（な し） 
●小野木議長 それでは、本補正算全般について質疑を受けます。 
 質疑はありませんか。 

（な し） 
●小野木議長 これで質疑を終わります。 
●小野木議長 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 

（な し） 
●小野木議長 討論なしと認めます。 
●小野木議長 これから、議案第９号を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することに、ご異議はありませんか。 

（異議なし） 
●小野木議長 異議なしと認めます。 

したがって、議案第９号は、原案のとおり可決されました。 
●小野木議長 １１時まで休憩します。 
 

午前１０時４８分 休憩 
午前１１時００分 再開 

 
●小野木議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 
 
         ◎ 議案第１０号 
●小野木議長 日程第５ 議案第１０号平成１９年度豊頃町国民健康保険特別会計

補正予算（第２号）についてを議題とします。 
本案について、提案理由の説明を求めます。 

 渡辺福祉課長。 
●渡辺福祉課長 議案第１０号平成１９年度豊頃町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）について、ご説明いたします。 
 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，２３４万９，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７億１，６４５万１，０００円と定めるもの

であります。 
 このたびの補正は、医療費に伴う補正、及び予算精査によるものであります。 
 補正予算の主な内容につきまして、事項別明細書によりご説明いたします。 
 １１ページ、歳出では、１款総務費において、国保情報データベースシステム更新

業務のためのコンピューターシステムの改修に１１５万５，０００円など、１款合わ

せて８２万６，０００円を追加。 
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 ２款保険給付費、１項療養諸費において、一般被保険者療養給付費２，５５７万１，

０００円、１２ページ、２項高額療養費において、一般被保険者高額療養費に１００

万円を追加。 
 退職被保険者高額療養費から、３００万円を減額するなど、２款合わせて、２，２

０５万１，０００円を追加。 
 １３ページ、３款老人保健拠出金では、老人保健医療費拠出金から８万６，０００

円を減額。 
 ４款介護納付金では、介護給付費納付金から８万円を減額。 
 ５款共同事業拠出金では、１４ページ保険財政共同安定化事業拠出金から１３４万

３，０００円を減額するなど、５款合わせて１２８万５，０００円を減額。 
 ７款基金積立金に基金利子等積立金として、４万４，０００円を追加。 
 ８款公債費では、一時借入金利子から、５万円を減額。 
 ９款諸支出金にインフルエンザ予防接種の繰出金として、一般会計に繰出こととし

て、９２万９，０００円を補正するものであります。 
 その財源として、８ページ、歳入では、１款国民健康保険税から２０７万４，００

０円を減額。 
 ３款国庫支出金から４３１万３，０００円を、４款療養費給付交付金から３７６万

４，０００円を、５款道支出金から６２８万６，０００円を、６款共同事業交付金か

ら１，５９８万８，０００円を、それぞれ減額。 
 ７款財産収入に４万３，０００円を、８款繰入金に３，６０３万７，０００円を、

９款繰越金に１，８６９万４，０００円を、それぞれ追加補正するものでございます。 
 以上でありますので、よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 
●小野木議長 これから質疑を行います。 
 歳入歳出事項別明細書により、歳入を款ごとに質疑を受けます。 
 ８ページ、１款国民健康保険税。 
 ３款国庫支出金。 
 ４款療養給付費交付金。 
 ５款道支出金。 
 ６款共同事業交付金。 
 ７款財産収入。 
 ８款繰入金。 
 ９款繰越金。 
 ●小野議長 歳入全般について、質疑を受けます。 
 質疑はありませんか。 

（な し） 
 ●小野議長 次に、歳出についても、款ごとに質疑を受けます。 
 １１ページ、１款総務費。 
 ２款保険給付費。 
 ３款老人保健拠出金。 
 ４款介護納付金。 
 ５款共同事業拠出金。 
 ７款基金積立金。 

 - 16 -



 ８款公債費。 
 ９款諸支出金。 
●小野木議長 歳出全般について質疑を受けます。  
 質疑はありませんか。 

（な し） 
●小野木議長 それでは、本補正予算全般について質疑を受けます。 
 質疑はありませんか。 

（な し） 
●小野木議長 質疑なしと認めます。 
●小野木議長 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 

（な し） 
●小野木議長 討論なしと認めます。 
●小野木議長 これから、議案第１０号を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することに、ご異議はありませんか。 

（異議なし） 
●小野木議長 異議なしと認めます。 

したがって、議案第１０号は、原案のとおり可決されました。 
 
         ◎ 議案第１１号 
●小野木議長 日程第６ 議案第１１号平成１９年度豊頃町介護保険特別会計補正

予算（第４号）についてを議題とします。 
本案について、提案理由の説明を求めます 

 渡辺福祉課長。 
●渡辺福祉課長 議案第１１号平成１９年度豊頃町介護保険特別会計補正予算（第４

号）について、ご説明いたします。 
 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４，１０１万８，０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億８，７５４万５，０００円と定める

ものであります。 
 このたびの補正は、介護給付費等の予算精査による補正であります。 
 補正予算の主な内容につきましては、１１ページの事項別明細書によりご説明申し

上げます。 
 まず歳出では、１款総務費において、保険料の激変緩和措置対応のため介護保険事

務システム改修事業の改修に、９４万５，０００円等、１款合わせて８７万７，００

０円を追加。 
 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費において、１２ページ、２目地域密着型

介護サービス給付費から１，６８５万円を減額。 
 ３目施設介護サービス給付費から１，８２６万円を減額。 
 １３ページ、６目居宅介護サービス計画給付費に、１０２万円を追加。 
 ２項介護予防サービス等諸費、１目介護予防サービス給付費から７５２万円を減

額。 
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 １５ページ、５項特定入所者介護サービス等費、１目特定入所者介護サービス費か

ら１３１万円を減額。 
 ２款合わせて４，１４７万円を減額。 
 ３款財政安定化基金拠出金から１万５，０００円を減額。 
 ４款地域支援事業費において、１項介護予防事業費、１６ページ、２項包括的支援

事業、任意事業費を精査し、４款合わせて４１万円を減額補正するものであります。 
 その財源として、８ページ歳入では、１款介護保険料から１９７万４，０００円を、

２款使用料及び手数料から８５万４，０００円を、３款国庫支出金から７４８万７，

０００円を、４款道支出金から７６３万８，０００円を、５款支払基金交付金から１，

６３４万７，０００円を、７款繰入金から６７２万９，０００円をそれぞれ減額。 
 ９款諸収入に、１万１，０００円を追加補正するものであります。 
 以上でありますので、よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 
●小野木議長 これから質疑を行います。 
 歳入歳出事項別明細書により、歳入を款ごとに質疑を受けます。 
 ８ページ、１款介護保険料。 
 ２款使用料及び手数料。 
 ３款国庫支出金。 
 ４款道支出金。 
 ５款支払基金交付金。 
 ７款繰入金。 
 ９款諸収入。 
  歳入全般について、質疑を受けます。 
  質疑はありませんか。 

 （な し） 
●小野木議長 次に、歳出についても款ごとに質疑を受けます。 
 １１ページ、１款総務費。 
 ２款保険給付費。 
 ３款財政安定化基金拠出金。 
 ４款地域支援事業費。 
 歳出全般について、質疑を受けます。 
 質疑はありませんか。 
●小野木議長 ７番長谷川議員。 
●７番長谷川議員 ２款の２項の１，６８５万円の減額と、それから３項の大きな金

額が減額になっています。 
 これについて、どういうことか、分かるように説明お願いします。 
●小野木議長 答弁、渡辺福祉課長。 
●渡辺福祉課長 大幅な減額になっておりますのが、２款の保険給付費の１項２目で

しょうか、１，６８５万円、地域密着型介護サービス給付費でございます。 
 それにさらに、３目もそうでございます。 
 以下、１００万単位の減額がございますのは、実は介護保険の特別会計の予算を組

む関係の性質の問題がございまして、これは豊頃町が定めた平成１８年に定めた第３

期の介護保険事業計画これに基づきまして、予算化をしているものでございます。 
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 なぜ、減額かと言いますと、その計画の中には、例えば地域密着ということになり

ますとグループホーム等の計画をいたしておりますけれども、現在のところ豊頃町に

はグループホーム等ございません。 
 しかし、町外のグループホームに入っている方も何名かおりまして、その方の分に

ついては支出されますけれども、いわゆる当初予算には、グループホームに入る事業

量を見ているものですから、実際それが給付がないということで、大幅な減額になる

と。 
 そういうことでございます。 
●小野木議長 ７番長谷川議員。 
●７番長谷川議員 施設介護サービス給付費についても、やはり同じようなことが言

えるわけですか。 
 そうすると、この地域密着型介護サービス給付費ですか、このとおり読んでいくと

こういう補助と言いましょうか給付費を受けられる方というのは、やはり当然いろん

な思いをしているわけですよね、お金のことだけでなく、そういうおもいをしている

中で、ですから現実に豊頃町のそういう立場におられる方が、減額をされたり、手厚

い手助けといいますか、そういうのを受けられていないということがありませんか。 
●小野木議長 答弁、渡辺福祉課長。 
●渡辺福祉課長 予算上のことと、多少いま言われたことは違うんですけれども、予

算上はあくまでも３年間計画を事業費として見込んで、当初予算に３年間それぞれ当

初予算に計画するわけです。 
 いわゆる利用がないからということで、落とさしていただくわけなんです。 
それと利用される方はどういうことかと言いますと、例えば介護度によってもちろん

違うんですけれども、ここの施設介護サービス給付費については、特養の施設ですね、

入っている方が受けられる給付費でありまして、豊頃町以外の特養もございますけれ

ども、そういう方々が受けられている給付費でございます。 
 それは例えば減額するというのは、万度に例えば入院したりなんかして給付費が支

払われない、入院しますとその分施設も減額になるんですけれども、本人もそれは払

わなくていいということになりますので、その分減ってきているということで、決し

て使えるのに使わせないという意味ではございません。 
●小野木議長 ほかに質疑はありませんか。 

 （な し） 
●小野木議長 それでは、本補正予算全般について質疑を受けます。 
 質疑はありませんか。 

 （な し） 
●小野木議長 これで質疑を終わります。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 

（な し） 
●小野木議長 討論なしと認めます。 
 これから、議案第１１号を採決します。 

お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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（異議なし） 
●小野木議長 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１１は、原案のとおり可決されました。 
 
         ◎ 議案第１２号 
●小野木議長 日程第７ 議案第１２号平成１９年度豊頃町老人保健特別会計補正

補正予算（第２号）についてを議題とします。 
本案について、提案理由の説明を求めます。 

 渡辺福祉課長。 
●渡辺福祉課長 議案第１２号平成１９年度豊頃町老人保健特別会計補正予算（第２

号）について、ご説明いたします。 
 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８，１４７万２，０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億９，６６５万６，０００円と定める

ものであります。 
 このたびの補正は、老人医療費の実績による医療給付費等の予算精査による補正で

あります。 
 補正予算の内容につきまして、事項別明細書によりご説明いたします。 
 最後のページ８ページをご覧ください。歳出からご説明いたします。 
 １款総務費では、委託料等合わせて１１万７，０００円を減額。 
 ２款医療諸費においては、医療給付費及び医療費支給費合わせて８，１３０万円を

減額。 
 ４款公債費では、一時借入金利子５万５，０００円を減額を精するものであります。 
 その財源として、６ページ歳入では、１款支払基金交付金から、４，５６９万６，

０００円を、２款国庫支出金から、２，７６１万７，０００円。 
 ３款道支出金から、６９０万３，０００円。 
 ４款繰入金から、７０７万７，０００円をそれぞれ減額。 
 ６款諸収入に返納金として５８２万１，０００円を追加補正するものであります。 
 以上でありますので、よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 
●小野木議長 これから質疑を行います。 
 歳入歳出事項別明細書により、歳入を款ごとに質疑を受けます。 
 ６ページ、１款支払基金交付金。 
 ２款国庫支出金。 
 ３款道支出金。 
 ４款繰入金。 
 ６款諸収入。 
 歳入全般について、質疑を受けます。 
 質疑はありませんか。 

 （な し） 
●小野木議長 次に、歳出についても款ごとに質疑を受けます。 
 ８ページ、１款総務費。 
 ２款医療諸費。 
 ４款公債費。 
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 歳出全般について、質疑を受けます。 
 質疑はありませんか。 

 （な し） 
●小野木議長 それでは、本補正予算全般について質疑を受けます。 
 質疑はありませんか。 

 （な し） 
●小野木議長 質疑なしと認めます。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 

（な し） 
●小野木議長 討論なしと認めます。 
 これから、議案第１２号を採決します。 

お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なし） 
●小野木議長 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１２号は、原案のとおり可決されました。 
 
         ◎ 議案第１３号 
●小野木議長 日程第８ 議案第１３号平成１９年度豊頃町医療施設特別会計補正

予算（第１号）についてを議題とします。 
本案について、提案理由の説明を求めます。 

 渡辺福祉課長。 
●渡辺福祉課長 議案第１３号平成１９年度豊頃町医療施設特別会計補正予算（第１

号）について、ご説明いたします。 
 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９０万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１億５，１００万３，０００円と定めるものであります。 
 このたびの補正は、診療報酬をはじめ各款の予算精査による補正であります。 
 主な補正予算の内容につきまして、事項別明細書によりご説明いたします。 
 ７ページ、歳出では、１款医院費において、診療報酬の増額等合わせて３１４万５，

０００円を追加。 
 ２款診療所費において、大津診療所の診療報酬等合わせて５２万４，０００円を減

額。 
 ３款歯科診療所費において、８ページ備品購入費として、レセプトコンピュータ１

８６万４，０００円を追加、３款合わせて１７２万１，０００円を減額するものであ

ります。 
 その財源として、６ページ歳入では、１款財産収入に４０万円を。 
 ２款繰入金に１３７万円を。 
 ３款繰越金に１３万円をそれぞれ追加。 
 ４款諸収入から１００万円を減額補正するものであります。 
 以上でありますので、よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 
●小野木議長 これから質疑を行います。 
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 歳入歳出事項別明細書により、歳入を款ごとに質疑を受けます。 
 ６ページ、１款財産収入。 
 ２款繰入金。 
 ３款繰越金。 
 ４款諸収入。 
 歳入全般について、質疑を受けます。 
 質疑はありませんか。 

 （な し） 
●小野木議長 次に、歳出についても款ごとに質疑を受けます。 
 ７ページ、１款医院費。 
 ２款診療諸費。 
 ３款歯科診療所費。 
 歳出全般について、質疑を受けます。 
 質疑はありませんか。 

 （な し） 
●小野木議長 それでは、本補正予算全般について質疑を受けます。 
 質疑はありませんか。 

 （な し） 
●小野木議長 質疑なしと認めます。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 

（な し） 
●小野木議長 討論なしと認めます。 
 これから、議案第１３号を採決します。 

お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なし） 
●小野木議長 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１３号は、原案のとおり可決されました。 
 

◎ 議案第１４号 
●小野木議長 日程第９ 議案第１４号平成１９年度豊頃町簡易水道特別会計補正

予算（第４号）についてを議題とします。 
本案について、提案理由の説明を求めます。 

 石塚施設課長。 
●石塚施設課長 議案第１４号平成１９年度豊頃町簡易水道特別会計補正予算（第４

号）について、説明いたします。 
 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６，９６０万７，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億１，６６５万３，０００円と定めるもの

であります。 
 補正の内容について、歳出から説明をいたします。 
 ９ページをご覧いただきます。 
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 １款総務費において、本管移設等補償工事１８５万円、吉野簡易水道分水１１０万

円等、合わせて５８７万１，０００円を減額し、２款公債費に、長期債繰上償還等、

７，５４７万８，０００円を追加するものであります。 
 ７ページ、歳入をご覧いただきます。 
 １款使用料及び手数料に、水道使用料３０９万円等、合わせて３１５万円追加。 
 ２款繰入金に、一般会計繰入金６，６９１万６，０００円を追加。 
 ４款諸収入において、本管移設等補償費１０８万１，０００円を減額。 
 ５款国庫支出金に、２２万２，０００円を追加。 
 ６款町債に、４０万円を追加するものであります。 
 次に、４ページ、地方債補正でありますが、既定の地方債限度額に４０万円を追加

し、限度額を２００万円に変更するものであります。 
 以上でありますので、よろしくご審議をいただきます。 
●小野木議長 これから質疑を行います。 
 歳入歳出事項別明細書により、歳入を款ごとに質疑を受けます。 
 ７ページ、１款使用料及び手数料。 
 ２款繰入金。 
 ４款諸収入。 
 ５款国庫支出金。 
 ６款町債。 
 歳入全般について、質疑を受けます。 
 質疑はありませんか。 
●小野木議長 ５番大崎議員。 
●５番大崎議員 確認のためにお聞きします。 
 歳入の水道超過料というのは、なぜこのように２４０万でられたんですか。 
●小野木議長 答弁、石塚施設課長。 
●石塚施設課長 水道超過料につきましては、年度当初にどの程度でるかというの

は、ある程度は計上してございますけれども、年度末に当たりまして、かなり実績に

近い精度の高い数字を補正させていただたということにご理解いただきたいと思い

ます。 
●小野木議長 ５番大崎議員。 
●５番大崎議員 その理由は分かりましたが、その超過というのはどういう性格です

か。 
●小野木議長 答弁、石塚施設課長。 
●石塚施設課長 超過料については、条例でいわゆる基本料金と基本料金を超えた部

分につきましては、超過料ということで、一般家庭でいきますと８トンまでが基本料

金の範囲内だと、８トンを超える場合については、超えた分につき超過料と、それぞ

れ料金体系については、工場用ですとか、営業用ですとか、条例に定められておるん

ですけれども、その超えた分についての部分について、基本料金を超えた部分につい

て超過料ということでご理解いただきたいと思います。 
●小野木議長 ５番大崎議員。 
●５番大崎議員 その性格わかりましたが、いま課長の説明では、この水道料の利用

対象というのは、個人と事業所ですね。 
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 それでは、個人というのは考えられませんですよね、ということになると後者の事

業所でよろしいんですか、そのへんの私の理解がちょっと理解できないところがある

んですが、そのへんちょっと説明いただけますか。 
●小野木議長 答弁、石塚施設課長。 
●石塚施設課長 水道料金には、個人という考え方ではなくて、いわゆる不凍栓１本

につき、一般家庭用ですとか、営業用ですとか、工場用ですとかですね、正確には今

条例持ってきておりませんので、あれなんですけれども、そういう区分で料金体制を

条例で定めておるところでございます。 
●小野木議長 ほかに質疑はありませんか。 

 （な し） 
●小野木議長 次に、歳出についても款ごとに質疑を受けます。 
 ９ページ、１款総務費。 
 ２款公債費。 
●小野木議長 １番藤田議員。 
●１番藤田議員 １０ページの長期債繰上償還元金いうことですけれども、このこと

について詳しくお聞きかせ願いたいと思います。 
●小野木議長 答弁、石塚施設課長。 
●石塚施設課長 いわゆる財政の健全化を図るために、過去に借入しているいわゆる

金利の高い、そういう起債について繰上償還をして、いわゆる利子の軽減を計ろうと

いうことで考えておりまして、今後３年間において考えて計画しているところでござ

います。 
 本年については、ここに予算計上したとおり、７，５５７万円過去に借りた、本年

については７％以上で借りている起債について、繰上償還をしようということで、結

果２０年以降に軽減される利息相当分については、１，５６８万５，０００円が将来

軽減されるだろうということで今回繰上げしていくということでございます。 
 また、来年については、６％～７％の金利の高い起債についての繰上償還を計画し

ていくところでございます。 
 以上です。 
●小野木議長 １番藤田議員。 
●１番藤田議員 金利が高いから繰上償還して少しでも健全化に向けるということ

ですけれども、相当な金利というのは、その他にあるんですか。 
 ７％以外に高い金利というのは。 
 あえて今ここで７，０００なんぼ金利が高いからというんで繰上償還するというこ

とでなく、別な考え方のいわゆる繰上償還しなくても、他のものに財源使えないのか

なというふうに考えるんですけれども、ただ、単純に金利が高いから償還するという

ことですか。 
●小野木議長 答弁、宮口町長。 
●宮口町長 私からちょっとお答え申し上げます。 
 じつは起債の償還については、繰上償還については国の指示がなければ町村独自で

財政事情が良い悪いで償還することは出来ないわけです。 
 しかし、昨今の非常に厳しい財政事情、国もですけれども、よって当時非常に景気

のいい時代が７％、８％近い金利で起債を発行されました。 
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 そして国の方としても、今の事情でそういう７％以上の金額の利息を払うというの

は非常に考えられないということで、国の定める一定条件に基づいたものだけ償還出

来ますよと。 
 先ほど課長から説明あったとおり、国も町村もそれぞれ将来の財政事情というか財

政計画ございますので、町村単独では返すわけにはいかないんです。 
 従いまして今言われたとおり、この返す分だけあるんでしたら他のほうに使っても

いいんでないかということも一利あるかと思いますけれども、しかし今どき７％のも

のを借りて金利払うようでは、せっかくそのために減債基金というの設けて私ども積

んでおりますので、その減債基金のほうからそちらのほうに回して、出来るだけその

金利の高い将来に渡って負担の掛かるものは返して、もちろん国の許可ですけど、返

して出来るだけ起債をスリム化するというような形で今考えているところです。 
 ですから先ほど課長が言いましたとおり、将来に渡ってもそういう形のものについ

ては、国と協議の上に償還したいというふうに思っております。 
 以上です。 
●小野木議長 歳出全般について、質疑を受けます。 
 質疑はありませんか。 
●小野木議長 ３番菅谷議員。 
●３番菅谷議員 ただいまの公債費でございますけど、繰上償還です。 
 これ金利につきましては、以前に聞いた話ですと償還期限の間の金利を一括に払わ

なければ、いわゆる国は償還を認めないんだというお話しでございましたけれども、

今もそういう状況なのですか。 
●小野木議長 答弁、宮口町長。 
●宮口町長 今もそういう考えでありますけれど、これから先の年度によってはまた

国の景気状況によっては、多少そういった条件の緩和等があろうかと思っておりま

す。 
●小野木議長 ほかに質疑はありませんか。 

 （な し） 
●小野木議長 次に、４ページ、第２票地方債補正について質疑を受けます。 
 質疑はありませんか。 

 （な し） 
●小野木議長 それでは、本補正予算全般について質疑を受けます。 
 質疑はありませんか。 

 （な し） 
●小野木議長 これで質疑を終わります。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 

（な し） 
●小野木議長 討論なしと認めます。 
 これから、議案第１４号を採決します。 

お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なし） 
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●小野木議長 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１４号は、原案のとおり可決されました。 
 
         ◎ 議案第１５号 
●小野木議長 日程第１０ 議案第１５号平成１９年度豊頃町公共下水道特別会計

補正予算（第２号）についてを議題とします。 
本案について、提案理由の説明を求めます。 

 石塚施設課長。 
●石塚施設課長 議案第１０号平成１９年度豊頃町公共下水道特別会計補正予算（第

２号）について、説明いたします。 
 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１３１万９，０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億５，００２万５，０００円と定めるもの

であります。 
 補正の内容について、歳出から説明いたします。 
 ８ページをご覧いただきます。 
 １款総務費において、脱水ケーキ処分４０万円、公共桝設置工事３０万６，０００

円等、合わせて７９万７，０００円を減額し、３款公債費において、長期債利子等５

２万２，０００円を減額するものであります。 
 次に、７ページ、歳入をご覧いただきます。 
 ３款繰入金を、１３１万９，０００円減額するものであります。 
 次に、４ページ、債務負担行為補正でありますが、水洗便所改造等資金貸付事業に

対する損失補償１１０万円を廃止するものであります。 
 以上でありますので、よろしくご審議をいただきます。 
●小野木議長 これから質疑を行います。 
 歳入歳出事項別明細書により、歳入について質疑を受けます。 
 ７ページ、３款繰入金。 
 次に、歳出については款ごとに質疑を受けます。 
 ８ページ、１款総務費。 
 ３款公債費。 
●小野木議長 歳出全般について質疑を受けます。 
 質疑はありませんか。 

 （な し） 
●小野木議長 次に、４ページ、第２表債務負担行為補正について質疑を受けます。 

質疑はありませんか。 
●小野木議長 ５番大崎議員。 
●５番大崎議員 債務負担行為の補正なんですが、これには期間が１９年から２３年

度までございましたが、この現状といいますか、そのためにというか、今１１０万に

ついてこのように提案されましたが、廃止という意味合いについての現状とそれから

今日までの実績についてお聞かせいただきたいと思います。 
●小野木議長 答弁、石塚施設課長。 
●石塚施設課長 水洗便所の改造資金貸付事業については、本年度借受希望がいない

ために１１０万円を減額して、落としてしまうということでございまして、誠に申し
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訳ないんですが過去の実績について今資料持ち合わせていませんので、失礼いたしま

す。 
●小野木議長 ５番大崎議員。 
●５番大崎議員 今年度そういう利用者がいなかったということなんですが、今後に

ついてはということになると、これはこの文言とおり理解してよろしいんですか。 
●小野木議長 暫時休憩します。 
 

午前１１時３８分 休憩 
午前１１時３８分 再開 

 
●小野木議長 再開します。 
 答弁、石塚施設課長。 
●石塚施設課長 この水洗便所の改造につきましては、いわゆる水洗化率がまだ１０

０％いってございません。 
 より普及を高めるために、進めるために、これらの制度は今後とも活用して普及に

努めてまいりたいというふうに考えております。 
●小野木議長 ほかに質疑はありませんか。 

 （な し） 
●小野木議長 それでは、本補正予算全般について質疑を受けます。 
質疑はありませんか。 

 （な し） 
●小野木議長 これで質疑を終わります。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 

（な し） 
●小野木議長 討論なしと認めます。 
 これから、議案第１５号を採決します。 

お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なし） 
●小野木議長 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１５号は、原案のとおり可決されました。 
 
         ◎ 執行方針の説明 
●小野木議長 日程第１１ 平成２０年度町政執行方針、及び、教育行政執行方針に

ついての説明を求めます。 
●小野木議長 はじめに、平成２０年度町政執行方針について説明を求めます。 
 宮口町長。 
●宮口町長 １ はじめに 

平成２０年第１回定例会の開会にあたり、町政執行に対する私の基本的な考え方

を申し述べたいと存じます。 
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私は、平成１７年、町長に就任以来、議員各位をはじめ町民の皆様のご支援、   

ご協力をいただきながら｢新しい視点に立ったふるさとづくり｣を目指して、町政の

執行に当たり、その間多くの町民の方々と対話を重ね、様々な課題に取り組んでま

いりました。 
昨今の厳しい社会情勢ではありますが、皆様から寄せられました期待に応えるべ

く、豊頃町のまちづくりの基本であります報徳の教えのもと、安らぎと温もりのあ

る町を目指して町民一人ひとりが参加し、安心して暮らせる｢豊頃｣の実現に全力で

取り組んでいく決意でありますので、一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 
 
２ 町政に臨む基本姿勢                                  

国の経済財政運営と構造改革に関する基本指針いわゆる骨太の方針の中に  

おいて、２０１１年度には歳出削減により国と地方の基礎的財政収支を黒字化する

ことを目標としており、町財政においても地方交付税の減少及び国庫補助金の見直

しの影響により引き続き財源不足を生じ、構造的に逼迫した状況が続いており、経

済的にも財政的にも国に大きく依存する本町にとって厳しい状況をもたらすもの

であります。 
 

こうした厳しい現実に目をそむけることなく正面から向き合い、確かな未来に 

つなげていくためには、新しい時代における官と民の新たな役割分担について、町

職員はもちろん町民一人ひとりが、新しい町づくりを進める一員という気概を持っ

て自らの問題として考え、行政と一体となって大いに議論していくことが重要であ

ります。 
 
私は、今年、町長として就任４年目を迎えますが、この財政の厳しい時代におけ

る自分自身の役割と責任の重さを改めて認識し、こうした時代であるからこそ、こ

の急激な改革を見誤ることなく適切に対応し、我が町の将来に確かな展望を持ちな

がら町民の皆様とともに英知を出し合い、我が町に生まれ育ったことに自信を持て

るまちづくりのために全力を尽くしてまいります。 
 

以上が町政に臨む私の基本姿勢であります。 
 

次に主要な施策の推進について申し上げます。 
  
３ 主要な施策の推進 

（１）町民が主役で協働のまちづくり 

ア 協働のまちづくりの推進 
平成１８年度に策定しました協働のまちづくりの素案では、「地域協議会」と

いう新たな「自立コミュニティ」組織の検討とともに交付金制度の創設、さら

に、職員の地域担当者制度を提唱してまいりました。 

    「地域協議会」に係る行政区の再編に当たっては、地域住民の合意が必要で

あり、地域の判断に委ねることが最重要と考えております。 
しかしながら、本町は６５才以上の高齢者が約３２パーセントを占め、さら
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に、高齢化が急速に進み、地域活動を行うにも少なからず影響が出てまいりま

した。 
このことから、地域の課題に十分に対応するための支援制度の創設が急務の

課題と考えているところであり、地域の課題に住民自ら創意工夫し、取り組む

活動を支援する「協働のまちづくり地域提案支援事業交付金」制度を設けるも

のであります。 
    この制度を行政区や地域づくり協議会などの活動において、積極的に活用さ

れるよう期待するところであります。 

 
イ 安らぎと温もりのあるまちづくり 

多くの市町村が、過疎化による人口減と少子・高齢化の進行により、基礎自

治体のあり方が問われている中、本町においても人口の減少が加速しておりま

す。この傾向はこれからも進むものと想定されることから、住民が安心して生

活できる福祉の充実を目指します。 
また、消費者生活相談窓口に昨年に引き続き専門相談員を設け、消費者の苦

情処理のあっせんに迅速に対応してまいります。 
 

ウ 健全な行財政の確立と職員の能力の開発 

国が進める三位一体改革の推進により、地方自治体の財政運営は一層厳しさ

を増してきております。このため、平成１６年度に策定した第４次豊頃町  行

政改革大綱を強力に推進し、徹底した事務事業の簡素・効率化を図らなければ

なりません。 
また、現在の地方公共団体の会計制度では、「自治体の総合的な財務状況が把

握しづらい」、「住民にとって分かりにくい」などのいくつかの課題があり、「資

産や債務の管理」、「財務情報の分かりやすい開示」など自治体の公会計制度の

改革が検討されてきました。  
 国が示す公会計制度は、現金主義・単式簿記を特徴とする現在の地方公共団

体の会計制度に対して、発生主義・複式簿記などの企業会計手法を導入しよう

とするものであり、人口３万人未満の地方公共団体にあっては平成２３年秋ま

でに制度を移行し、財務諸表の開示を行うことになっております。 
    このことから、財務諸表を作成するには、これまで個別に行っていた「会計

業務」と「公有財産の管理業務」を統合する必要があるため、総合行政情報シ

ステムに連動する新たな「公有財産管理システム」を導入し、新会計制度に対

応してまいります。 
さらに、限られた財源での効率的な行政運営はもちろんのこと、多様化する

住民ニーズなど、行政課題に的確に対応するためには、これまでの行政手法に

はない新たな発想が求められます。このため、職員を積極的に研修に参加させ

るなど、政策形成や実務処理能力の開発に努めてまいります。 
 

（２）活力あふれる産業で豊かなまちづくり 
ア 農業の振興 

農業を取り巻く情勢は、世界的な地球温暖化ガスを削減するため植物を使っ
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たバイオ燃料の製造等が進められ、そのため穀物相場が高騰し、飼料価格の急

激な上昇によって畜産農家の経営が厳しい状況にあります。また、燃料・肥料

価格も上昇しており畑作農家においても同様な情勢となっております。 

    平成１９年は、畑作物全般において豊作でありましたが、品目横断的経営安

定対策の影響により収入が減少し豊作が実感出来ないものと憂慮しているとこ

ろであります。 

畜産においては、飲料乳の消費が依然として落ち込んでいるものの、加工原

料乳の取引は順調に推移しております。町といたしましても本年度も引き続き

飲料乳の消費拡大のためＰＲに取り組んでまいります。 

土地基盤整備事業につきましては、礼作別・幌岡・茂岩地区において道営事

業を継続実施するとともに、新たに本年度から長節地区の計画樹立を行ってま

いります。 

    各行政区から要望がありました農業用明渠排水、農道の整備などを推進し生

産基盤の整備に努めてまいります。 

ＷＴＯ、日豪のＥＰＡ交渉、生産コストの上昇など農業はかつてない試練を

迎えており、早急に第５次豊頃町農業振興計画を策定し農業協同組合、農業委

員会、そして関係機関と十分に連携を図りながら農業振興に取り組んでまいり

ます。 

 

イ 林業の振興 
林業を取り巻く状況は、建築基準法の改正により住宅建設が滞り、木材需給

は低調に推移しておりますが、外材の輸入減少により今後とも国産材の需要は

高いものと考えられます。 

このことから町有林においては、平成２０年度に伐期を迎えている１２．６

ヘクタールの伐採を行ってまいります。 

 また、木材の搬出路の整備として安骨線林道の改良工事を継続実施してまい

ります。 

 民有林については、カラマツなどの伐採が多いことから引き続き２１世紀北

の森づくり推進事業を実施し、造林の推進を図ってまいります。 

エゾシカによる農林業被害対策については、今年度も豊頃猟友会の協力によ

り一斉駆除を行い、被害の拡大防止に努めてまいります。 

    また、十勝中央、池田、豊頃による３森林組合の広域合併が平成２０年度中

に行われる予定となっており、新たな森林組合と連携して林業振興に取り組ん

でまいります。 

 

ウ 漁業の振興 
昨年の鮭定置漁は過去にない豊漁に恵まれ、今年度も引き続き豊漁を期待し

ているところであります。 

本町の主要魚種である鮭の荷捌施設の衛生化、効率化、迅速化のため荷捌施

設の整備事業を支援してまいります。 

    大津漁港につきましては、漁業者の念願でありました結氷対策施設が昨年か

ら一部供用開始されておりますが、今後も新岸壁の１日も早い完成を要望して
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まいります。 

 漁業資源の増大を図るため、さけ増殖事業、種苗中間育成事業を継続支援し

てまいります。 

 また、北海道が事業主体の広域魚場整備事業により、毛がに、たこ等の資源

増大を目的として大津沖に大型漁礁の設置が行われており、本町漁業資源の増

大を期待するものであります。 

 

エ 商工業・観光の振興 
本町の商工業を取りまく環境は、公共・民間投資の削減、消費者の大型店へ

の集中など大変厳しい状況が続いております。 

工業の振興では、バイオエネルギー、民間による菜種の搾油施設が稼働する

ことから施設の円滑な稼働に向け町も出来る限りの協力をしてまいります。 

    商業の振興と安定化を図るため、豊頃町商工会が行う経営改善普及事業等の

支援を行うとともに、今年度も引き続き職員の派遣をしてまいります。 

    昨年好評であったプレミア付き商品券の販売については、販売数を増加し 

町内消費の拡大を目指し支援してまいります。 

 また、昨年度に引き続き茂岩入口において商工会等が取り組んでいる本町の

物産販売について、施設の拡充整備を行い物産館（道の駅）設置に向け調査活

動を行ってまいります。 

 観光振興につきましては、豊かな自然と多くの食材に恵まれた本町に多くの

人々が訪れてくれるよう、あらゆる機会を通じて本町を紹介してまいります。 

 なお、とよころ産業まつり等のイベントについては、現下の厳しい財政状況

ではありますが、豊頃の農水産物などの名産品を多くの消費者に提供するため、

事業内容等の見直しを図りながら実施してまいります。 

 
（３）健康で生きがいの持てるまちづくり 

ア 児童福祉 
全国的な少子化傾向は、本町においても顕著であり、子育て環境の充実が急

務となっております。 
そのような中、昨年１０月から児童福祉施設「こどもプラザとよころ」を開

設し、茂岩保育所を移転、新たな環境の中で運営されているところであります。 
平成２０年４月からは、茂岩保育所に豊頃保育所、礼文内保育所を統合し、

一時保育の実施や延長保育の拡充に努め、保育所の一元化に取り組んでまいり

ます。 
さらに、施設内には子育て支援センターを核としたことばの教室や学童保育

を継続実施し、子育てを支援してまいります。 
    なお、子育ての殿堂として「こどもプラザとよころ」の機能が十分発揮でき

るよう、管理体制及び環境整備の充実に努め、円滑な運営を目指します。 
また、乳幼児医療の制度改正に伴い、本町独自の施策として、小学生の外来

の医療費負担割合を、本人負担３割から２割とし、子育て世代の負担を軽減、

支援してまいります。 
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イ 高齢者福祉 
日本の高齢者人口は、２０２５年にピークを迎えることから、高齢者独居世

帯の増加、認知症高齢者の増加などが予想され、高齢者の状態に応じた介護サ

ービスや医療サービスの提供を目的として、介護保険法が改正され、平成１８

年４月から施行されております。 
    しかしながら、近年の高齢者を取り巻く社会情勢は、年金、保険などで給付

も受けられますが、税や保険料の負担も伴うなど、経済的にも大変厳しいもの

があります。 
    さらには、石油関連による物価の高騰など日常生活を圧迫しております。 

したがって、本町ではこうした実情に鑑み、日常生活に必要な交通手段の確

保支援として福祉タクシー乗車券交付事業、在宅介護者への紙おむつ処理シー

ル配付事業などを新たに設け、高齢者の健康維持、保健・福祉・医療の向上を

目指し、高齢者が生きる喜びを持ち、安心して暮らせるよう高齢者の福祉・介

護予防事業を推進してまいります。 
    さらに、消防法の改正により義務付けられた住宅用火災報知器設置について、

６５歳以上の一人暮らし老人に、設置費用の助成を継続いたします。 
また、これら福祉の推進にあたっては、町内社会福祉法人等と十分に連携を

図りながら進めてまいります。 
ウ 障害者福祉 

    平成１８年４月から施行された障害者自立支援法により、市町村においては、

サービス提供体系の再編により、自立支援給付や地域生活支援事業など障害の

ある方が自立した生活を送ることができるよう支援を行っておりますが、昨年

３月末に策定した「障害者福祉計画」に基づくサービスの必要量を基礎として、

障害者福祉の向上に努めてまいります。 
    新たな事業としては、役場身障者用トイレにオストメイト（蓄便・蓄尿袋洗

浄器）を設置、図書館に視覚障害者用読み上げ拡大読書器を購入し、障害者福

祉の推進に役立ててまいります。 
 

エ 保健・医療 
本町の医療は、豊頃医院と豊頃歯科診療所がそれぞれ医療機関としての役割

を担っており、疾病の予防と医療サービスの提供に努めております。 
一方、本年４月からは医療費の削減、平準化を目標として後期高齢者医療制

度が北海道全市町村による広域連合により運営されることになっております。 
また、国民健康保険においては、特定健診、特定保健指導を５カ年実施計画

により実施し、糖尿病などの予防に努めてまいりますが、そのためのコンピュ

ータソフトを導入し、指導の効率化を図ってまいります。 
なお、特定健診の受診率を上げるために本年度に限り、４０歳から７４歳ま

での健康診査料を無料として、受診の周知を図ってまいります。 
    さらに、継続事業として本年度においても、７５歳以上の高齢者を対象に、

肺炎球菌ワクチン予防接種事業を実施してまいります。 
 
（４）いきいき学びふれあうまちづくり                           
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   ア 学校教育の充実と生涯学習の推進 

教育基本法に続く教育三法の改正、全国学力学習状況調査の実施、学習指導

要領改訂に向けた答申が出されるなど、新しい時代を迎えるための教育改革の

波は、さらに大きくなっているところでありますが、本町の子どもたちがより

良い教育環境で学校生活が送れるよう教育委員会と協議しながらその環境整備

を進めてまいります。 
また、生涯を通して絶えず新たな知識や技術を習得し、より豊かで充実した

人生を送ることができるように、学校教育をはじめ文化・スポーツに至る生涯

学習推進体制の充実を図ってまいります。 
 

 イ 地域間交流の推進 

     本町における姉妹都市交流は、町交流協議会が中心となって町民レベルの交

流を行っております。 
本年度は、毎年実施しております相馬市への少年親善使節団の派遣、滑川市

から少年親善使節団の来町及びサマーランド市への中学生派遣交流事業につい

て継続実施してまいります。 
また、本町誘致企業でありますアイシン精機との交流は、平成７年度から同

社社員の「農業体験交流事業」、平成１８年度から小学５年生を対象とした「も

の作り出前講座」のほか、本町の特産品を主とした物産販売の交流などが行わ

れております。 

    これまでの交流事業において、同社社員を受入れた全農業者を対象にアンケ

ート調査を行ったところ、町民のアイシン精機への訪問などの相互交流や農業

者との交流だけでなく農業者以外との交流も必要とのことでありました。 

    また、町民の同社訪問につきましては平成８年以来実施しておらず、誘致企

業と町民との交流を相互的に推進することとして、平成２０年度から３カ年間

の事業として、町民を対象とした交流事業を実施してまいります。 

    本年度は、これまで同社社員の農業体験受入れ農家の方々や農協青年部、同

女性部を対象に参加希望者を公募して実施することとし、その後は一般町民に

まで拡大する予定でおります。    

    また、同社社員の他産業との体験交流につきましては、作業に係る安全性な

どの問題があるため、各産業団体と調整を図りながら検討してまいります。 

 

 ウ 町史の追補版 

後世に本町の歴史を伝えるために、昭和４５年に発刊した「豊頃町史」を根

幹に、昭和６２年に「追補 豊頃町史」を発刊し、その後２０年以上の年月を

経て今日に至っているところであり、町の足跡を記すためにも、２年後に「新

追補 豊頃町史」を発刊することとして、その作業に取り組んでまいります。 
 

（５）人と環境にやさしい安全で快適なまちづくり  

ア 廃棄物処理 
本町の一般廃棄物処理については、平成１５年４月に十勝環境複合事務組合

に加盟してから５年を経過し、これらの処理を計画的に行っているところであ
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ります。 
 平成１７年１０月からごみの減量化と資源化推進のため有料化としておりま

すが、可燃・不燃物・大型ごみの排出量は、有料化前に比較すると５０パーセ

ント程度減少、資源ごみについては横ばいから上昇傾向になっており、住民の

意識向上とご理解、ご協力によりごみの減量化が順調に進んでいるものと考え

ているところであります。 
一方、有料化に伴いごみの不法投棄が増加傾向にあるため、昨年度から警告

看板を設置したところですが、今後は警察とも連携しながら更に防止に努めて

まいります。 
 

イ 地球温暖化対策 

 地球温暖化は、大気中の温室効果ガスの濃度が増加し地表面の温度が上昇す

る現象で、異常気象や生態系への影響が危惧されているところであります。 
１９９７年には京都議定書が採択され、温室効果ガスの総排出量を２００８

年から２０１２年の間に、１９９０年レベルから６パーセント削減する目標が

定められました。 
地球温暖化対策推進法により、地方公共団体は、区域内の活動に関し「地域

推進計画」の策定に努めることや、自らの事務及び事業に関する「地方公共団

体実行計画」の策定が定められました。 
これに伴い、本町といたしましては、「豊頃町地球温暖化対策実行計画」を策

定し、温室効果ガス排出量の削減に努めてまいります。 
  

ウ 住宅環境の整備 

町営住宅の建替事業は、中央新町のドリームタウンに３棟６戸を建設し、町

民の福祉向上を図ってまいります。 

  

エ 道路網の整備 

主要な幹線道路及び地域の基幹的道路については、年度別事業計画に基づき

改良舗装を進めてきたところでありますが、十勝沖地震の影響及び老朽化で舗

装路面の損傷が生じており、適切な維持管理に努めてまいります。 

また、国庫補助道路整備事業の育素多４３号線・北栄幹線を継続で、豊頃１

１号線・大津１条通りについは新規で実施してまいります。 

 

オ 水道・下水道の整備 

水道事業につきましては、茂岩簡易水道基幹的施設改良事業で中央監視盤設

備更新工事及び配水管布設替工事を実施するほか、道道豊頃糠内芽室線改良工

事、道道旅来豊頃停車場線改良工事及び町道北栄幹線凍雪害防止工事に伴う水

道本管移設補償工事を実施してまいります。 

公共下水道事業につきましては、茂岩栄町において管渠改修工事を実施して

まいります。 

また、合併浄化槽設置事業についても継続実施してまいります。 
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以上、平成２０年度の町政推進に当たっての一端を申し述べさせていただきました。 
 
具体的な事業内容及び予算については、議案として提案の際にご説明申し上げます。  
 
豊頃町が歩もうとする道は、決して平坦なものではありません。 
むしろ、強まる逆風の中に進んでいくことを覚悟しなければなりません。 
我が町の歴史には、厳しい自然の中で、痛みや苦しみを分かち合い、知恵を出し、

助け合ってきた先人の逞しい精神風土があります。 
私は、町長として任期残すところ１年となり、この豊頃町の未来のために、全力を

傾注してまいりますが、解決しなければならない課題も多くあり、町民の皆様ととも

に町の将来について論議を重ねてまいります。 
この厳しい時代を乗り切り、人と自然と文化が調和した安らぎと温もりのあるまち

づくりを目指すためには、地域を愛する私たち一人ひとりが自分のできることを考え、

新しい発展の姿を描きながら行動することであります。 
 

町民の皆様が行政と共にいきいきと活動してこそ地域の力も高まるものと考えて

おり、｢協働のまちづくり｣を力強く推し進め、豊頃町に熱い思いを抱いておられる多

くの町民の皆様と心を一つにして、持てる限りの知恵と勇気を振り絞って、町民の皆

様の負託に応えてまいる決意であります。 
 

議員各位をはじめ町民の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げ、私の執行

方針とさせていただきます。 
終わります。ありがとうございました。 

●小野木議長 昼食のため、午後１時まで休憩します。 
 

午後１２時１２分 休憩 
午後０１時１５分 再開 

 
●小野木議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 
 平成２０年度教育行政執行方針について説明を求めます。 
 村中教育委員長。 
●村中教育委員長 平成２０年第１回豊頃町議会定例会の開会にあたり、豊頃町教育

委員会所管行政の執行に関する主要な方針を述べ、町議会はじめ町民の皆様のご理解

とご協力をお願い申し上げます。 

 

 生涯学習の理念として「国民一人ひとりが自己の人格を磨き、豊かな人生を送るこ

とができるよう、その生涯にわたってあらゆる機会に、あらゆる場所において学習す

ることができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければな

らない。」と改正した教育基本法の中で謳っています。 

教育をめぐる環境が大きく変化している中、本町におきましても、未来を担う児

童・生徒をはじめ町民の皆様が心豊かで、創造性にあふれ、心身ともに逞しく生きて

 - 35 -



いく力を高めることが求められています。 

教育委員会といたしましては、本町の教育目標である「いきいきと輝く町民像をめ

ざして」のもと、町民一人ひとりが豊かで潤いのある生活を送ることができるよう、

生涯学習体制の充実に向け努力し、学校教育と社会教育を総合的に推進して、町民の

皆様の期待に応える教育行政を進めてまいります。 

 

１ 生涯学習推進体制の整備充実 

  人生８０年時代といわれる現代社会では、余暇時間の増大や少子高齢化社会への

移行、さらには科学技術の高度化や産業構造の変化、また環境問題、国際化・情報

化などの急激な社会構造の変化が生じています。 

  このような現代に惹起する変化とそれによってもたらされる課題に対応していく

ためには、学校教育で得た知識や技術だけではその解決は困難であるといわれてお

り、絶えず新しい知識や技術を生涯にわたり学んでいく必要が生じてきています。 

このことが生涯学習社会といわれる所以ですが、今町民一人ひとりが、自由に学

習機会を選択して、自分づくりやふるさとづくりの意欲や能力を高めるとともに、

その成果が生かされる社会の構築を目指していくことが大切であり、行政と地域が

一体となった生涯学習推進体制の充実に向け、町及び地域づくり推進団体等との連

携を密にして、その条件整備を図ってまいります。 

   

２ 学校教育の充実 

近年、全国的な児童・生徒の特徴的な傾向として、学ぶ意欲や学力の低下、人間

関係の希薄化などさまざまな課題が指摘されている中、昨年 4 月全国学力・学習状

況調査が実施されました。その結果、児童・生徒の学力の一部や生活習慣の傾向か

らそれぞれの課題が明らかになってきました。 

国においては、現在、それらの課題解決を含めて学習指導要領の改訂作業が進め

られているところです。 

今後、学ぶ意欲や学力向上のためには学習習慣や生活習慣の傾向を踏まえ、家

庭・学校・地域が連携した中で、生き方・学び方について児童・生徒の豊かな感性

を育てることが大切です。引き続き道徳教育、集団宿泊体験、職場体験活動、朝の

読書活動などの充実を図ります。 

 

（１）確かな学力と健やかな心身を持つ児童生徒の育成 

小・中学校では児童・生徒一人ひとりに「確かな学力」「豊かな心」「健やかでた

くましい体」を基本として社会で自立していく力を身につけることが重要でありま

す。 

  このため、各学校での教育活動の成果と課題を把握し、児童・生徒の学ぶ意欲を

高め、学力向上に向け改善を図るとともに、指導方法や指導体制の工夫・改善など

を通して個に応じたきめ細かな指導を進めます。 

  特別支援教育については、通常学級に在籍するＬＤ（学習障害）・ＡＤＨＤ（注意

欠陥、多動性障害）・高機能自閉症等の児童生徒に対する指導と支援のため、新た

に「特別支援教育支援員」を配置しその充実に努めてまいります。 
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（２）魅力ある学校と教員の資質・能力の向上 

  教育は信頼の上に成り立つものであり、校長のリーダーシップのもと、教職員と

地域が一体となった教育活動を展開し、地域からの期待と信頼を得ることが大切で

あります。 

  このため、学校運営の状況に関する評価を行い、保護者や地域の方々に説明責任

を果たすとともに、学校評議員の意見を学校運営に適切に反映させ、地域に信頼さ

れ魅力ある学校づくりを進めてまいります。 

  また、学校教育は、教職員の資質能力に負うところが大きいため、児童・生徒へ

の深い愛情と使命感を持ち、豊かな人間性や社会性に基づく、指導力向上のために、

各種研修機会や指導主事の学校訪問活用など教育の専門家としての資質能力の向

上に努めます。 

 

（３）小・中連携教育の推進 

  小学校高学年と中学校教育の連携・継続は、児童生徒の思春期の特長が現れる時

期であり、心身の発達に応じた連続性のある継続的な指導が必要という観点から、

小・中連携教育推進会議を設置し、「報徳の教え」を研究テーマに据え、町内各小中

学校間における授業公開や連携授業の研究実践化を進めてきました。このことは十

勝管内におきましても、高い評価を受けているところです。 

町民憲章にも謳われていますように「報徳のおしえ」は道徳性醸成の基本となる

べきものであり、今後も小・中連携教育の機軸テーマとして各学校はじめ、全町的

な取り組みをさらに推進してまいります。 

 

（４）児童・生徒の安全確保と健康教育 

  児童・生徒が健やかにたくましく成長するためには、安全の確保や心身の健康が

極めて重要であります。 

  児童・生徒の安全安心の確保に向け、学校の危機管理マニュアルのもと防犯訓練

や児童生徒が自ら身を守る能力を育成するため、防犯教室や交通安全教育の充実を

図ります。 

  また、運動や屋外で活動する機会を増やし、体力や運動能力の向上を図るととも

に、学校、家庭、地域が一体となって、発達段階に応じた性教育や薬物乱用・喫煙

防止教育など、学校保健・体育の充実に取り組んでまいります。 

 

（５）学校施設の整備 

  豊頃中学校の校舎につきましては、現在、耐震改修工事実施設計中でありますが、

設計完了後改修工事を計画するとともに、診断対象建築物である同校体育館につき

ましては、耐震診断を実施いたします。 

  また、ＩＳＤＮ（デジタル通信網）回線の接続である豊頃小学校及び豊頃中学校

においては、役場庁舎から無線を利用し、ＡＤＳＬ（高速データ通信）回線を接続

することとし、インターネット環境の整備と学習効果の向上を図ります。 

   

（６）学校給食の充実 

学校給食は、成長期の児童生徒の心身の健全な発達のために、バランスのとれた
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栄養豊かな食事を提供することにより、健康の保持増進や望ましい食習慣を育成す

ることが目的であります。 

地場産物の活用を図りながら安全・安心・安価でよりおいしい給食の提供に努め

るとともに、衛生管理につきましては、適正な食材の検収や調理方法により、ウイ

ルスによる感染症や食中毒の事故防止に一層努めます。 

また、児童・生徒に食に関する正しい知識や望ましい食習慣を育成するため、新

たに学校栄養教諭を配置することとし、総合的な食育の推進を図ります。 

３ 社会教育の充実 

  価値観・情報の多様化などに伴い、人々はそれぞれのライフスタイルを選択し、

文化・スポーツに親しみ新たな知識や技術を習得するなど、生きがいのある希望に

満ちた町づくりを進めるための学習環境の充実が重要であります。 

  このため、第 6 次豊頃町社会教育中期計画に基づき、学習機会の拡充と情報提供、

指導者の養成など社会教育活動の推進に努めるとともに、報徳の教えを基本とした

家庭、学校、地域の連携をめざして、認め合い躍動する社会教育を推進します。 

   

（１）幼児・少年教育 

様々な体験をとおして、自ら考え・学ぶ能力を身に付けることを目標に、「える夢

キッズクラブ」や「ジュニアリーダーコース道東」などの自然・宿泊体験事業や生

活体験促進事業「通学合宿」を継続実施し、子ども達の豊かな感性や自主性を伸長

し、健全育成を図ってまいります。  

 

（２）成人教育 

町民一人ひとりが自発的な意思により、目標を持って学習活動や文化、スポーツ、

ボランティア活動を行い豊かな生活と人生の充実を目指す活動が重要であります。 

町民ニーズを把握した事業内容の充実を図りながら町民大学講座やえる夢出前

講座など多様な学習機会を提供し、社会の中核を担う青年・婦人・成人の学習意欲

を高め、地域づくり活動等を通した社会参加を促進するとともに、指導者の養成を

図ってまいります。 

また、家庭教育に関する学習情報提供や相談体制を充実し、子どもを持つ親の家

庭教育への支援を推進してまいります。 

 

（３）高齢者教育 

  高齢者が健康で生きがいのある生活を送るとともに、地域活動へ積極的に参加す

ることを目指し、豊寿大学や各地域の生涯教室の学習内容充実に努めるとともに、

団体活動のリーダー育成に努めます。 

 

（４）芸術・文化・文化財 

  芸術・文化は、人々に共感をもたらし、人格形成に資するものであり、「青少年

巡回小劇場」、「桐朋学園音楽キャンプ」、「公共ホール音楽活性化支援事業」など高

水準の芸術文化にふれ、学ぶ機会を拡充するとともに、「文化公演支援事業」など

によって、文化団体やグループが主体的に活動しその成果を発表・活用する体制整

備を進めてまいります。 
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  文化財は、地域の遺産であることから、次の世代に継承し、新たな文化の創造や

地域づくりに生かしていかなければなりません。 

この一環として、長節湖畔野生植物群落の野焼きを行い、原生花園の適正な保全

を図り文化財の保護保存に関する理解を深め、える夢館郷土情報室や二宮報徳館の

教育的活用を図り、先人が残した有形・無形の文化的遺産の保護とその効果的な活

用に努めます。 

 

（５）図書館事業の推進 

  図書館は、生涯学習社会における個人の学習を支援する機能はもとより高度化す

る情報社会にあって、情報の収集及び発信機能の拠点施設として重要性がますます

高まっており、利用者が求める情報資料の収集・整理と蔵書の充実を進めます。 

  また、乳幼児期から本に親しむ機会の提供として、ブックスタートを継続実施し、

小中学校における読書活動支援として、図書の貸し出しや読み聞かせ等、読書活動

の促進に努めてまいります。 

 

（６）スポーツの振興 

  スポーツは、体力の向上や心身の健康保持増進に寄与するとともに、心豊かな人

間関係を築き、私たちに多くの夢や感動を与え、活力あるまちづくりの形成に大き

な役割を果たしています。 

  町民の皆様がそれぞれの体力や年齢、興味、目的に応じて各種スポーツに親しむ

ことができるよう総合体育館器具等の環境を整え、体育団体や指導者との連携を強

化し、スポーツを通した健康づくりや町の活性化が図られるよう努めてまいります。 

 

（７）学習施設の利用促進 

  える夢館、図書館及び総合体育館などの施設運営においては、利用しやすく安心、

安全な施設であるよう整備充実に努めます。 

 また、町行政改革大綱による施設使用料の減免基準等の見直しにより、４月から、

える夢館及び総合体育館の町外者使用料改定を予定していますが、利用者に対する

サービス向上に努め、施設の一層の利用を促進します。 

 なお、総合体育館は建設後２７年を向かえ、一層の安全管理に努めるため一部塗

装改修工事を実施しますが、今後も安全管理のための事業を計画 

的に実施してまいります。 

 

以上、平成２０年度教育行政執行方針を申し上げましたが、今後も本町の生涯学習

体制の推進をはじめ、学校教育や社会教育の充実、文化・スポーツの振興に最善の努

力を傾けてまいりますので、町議会はじめ町民の皆様のご理解ご協力をお願い申し上

げます。 

●小野木議長 これで、平成２０年度町政執行方針、及び、教育行政執行方針につい

ての説明は終わりました。 
 
         ◎ 議案第１６号 
●小野木議長 日程第１２ 議案第１６号豊頃町課設置条例の一部改正についてを

 - 39 -



議題とします。 
本案について、提案理由の説明を求めます。 

 石田副町長。 
●石田副町長 議案第１６号豊頃町課設置条例の一部改正について、ご説明いたしま

す。 
 本町の課の設置は、第４次豊頃町行政改革大綱に基づきまして、時代に即応した組

織機構を確立するため、随時見直しをしてきております。 
 本案は、事務事業の見直しや職員の退職等によりまして、さらに組織機構の見直し

を行い迅速な行政サービスと効率化を図るため、課の統廃合を行い組織機構の一部を

見直しするものであります。 
 第１条は、課の設置規定でありますが、現行の住民課を廃止、地域振興課を地域住

民課に改め、第２条の各課の事務文書の規定では、現行の住民課の事務文書を、改正

後の地域住民課と福祉課の事務文書に、それぞれ関係する事務文書を追加するもので

あります。 
 附則といたしまして、この条例は、平成２０年４月１日から施行するものでありま

すので、ご審議いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 
●小野木議長 これから質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
●小野木議長 ７番長谷川議員。 
●７番長谷川議員 住民課というのは、町民の皆様にとっては、最も身近な課だと思

うわけです。 
 これが地域振興課と一緒になることによって、町民の皆さんに対して、意識的に遠

くなったような感じがするんでないかと思いますけど、そのへんについてはどういう

ふうにお考えですか。 
●小野木議長 答弁、石田副町長。 
●石田副町長 本案の改正につきましては、現行の地域振興課を住民課と統廃合いた

しまして、新たに地域住民課、地域住民課という課名に改めるものであります。 
 いま議員のおっしゃられました、住民課が非常に町民に親しみのある関わりのある

窓口の業務を携わる課であるということでありますが、今回の改正におきましても、

地域住民課ということで、窓口の業務は変わりませんで、さらに町民に深い関わりの

ある名称の課ではないかというふうに考えておりますので、よろしくお願い致しま

す。 
●小野木議長 ７番長谷川議員。 
●７番長谷川議員 先ほど、同僚議員が、例えば病院のことについて質問しましたで

すね、こういうことは、やはり一番先に相談するのは、私は町民が最も信頼関係があ

るとか、そういうものがありましたら、やはり町にご相談をするのが本当だと思うん

です。 
 ですから、当然私は、そういう話も聞いておりましたから、そういうようなことが

あったんでないかなというふうに私も思っております。 
 そういうことが、まず住民課といいましょうか、町のほうに町民のそういう、生命

に関する問題ですから、先生がすばらしいとかたくさんあるわけです。 
 でも、そのことによって町民の信頼が揺らぐということが、一番懸念しなければな
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らないことだと思うんです。 
 その時に、そういう私たち町民が、相談するのは役場なんです、行政なんです。 
 その時に、どこかというと、やはり住民課。そういうことが、きちっと分かりやす

く町民の皆さんに知らしめすということは、協働のまちづくりですとか、いろんなこ

とをあれしていますけど、私は町民の皆さんに分かりやすくする、それが一番親切で

大事なことでないかと思うんです。 
 今、これからでますけど、後期医療ですか、そういうことも私はほとんど、そうい

う対象になる人が、わからんのでないか、これはちょっと飛んでしまったんですけど。 
 そういうことを、きちっと分かりやすくするということが、こういうふうに機構を

変えることも大事ですけど、ころころ変えるというのは、決して良くないなというふ

うに、今回も住民課とついていますけど、これについて、それ相応のきちっとした対

応をしていただきたいというふうに思いますので、そのへんについてのお考えをお願

い致します。 
●小野木議長 答弁、石田副町長。 
●石田副町長 長谷川議員のおっしゃるとおりだと思います。 
 課の統廃合につきましては、先ほど申し上げました、時代に即応した、職員の退職

等によりまして、その都度、見直してをしていかなければならない。 
 そういう中で、課の名称でありますが、町民に分かりやすい、親しまれるような、

そういう課の名称を十分検討いたしまして、今回の名称にさせていただくということ

でありますが、従来の町民に対する苦情の相談ですとか、そういう窓口等は、現行と

変わっておりませんので、町民の方々に不安を与えないような、心配をかけないよう

な、そういう業務に精励をしていきたいというふうに考えておりますので、よろしく

お願いしたいと思います。 
●小野木議長 ほかに質疑はありませんか。 

 （な し） 
●小野木議長 これで質疑を終わります。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 

（な し） 
●小野木議長 討論なしと認めます。 
 これから、議案第１６号を採決します。 

お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なし） 
●小野木議長 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１６号は、原案のとおり可決されました。 
 
         ◎ 議案第１７号 
●小野木議長 日程第１３ 議案第１７号豊頃町行政改革推進委員会設置条例の一

部改正についてを議題とします。 
本案について、提案理由の説明を求めます。 

 石田副町長。 
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●石田副町長 議案第１７号豊頃町行政改革推進委員会設置条例の一部改正につい

て、ご説明いたします。 
 本案におきましても、組織機構の一部見直しによりまして、関係条例の一部を改正

するものであり、第６条、庶務規定中地域振興課を、当該委員会を所管する課に改め

るものであります。 
 附則といたしまして、この条例は、平成２０年４月１日から施行するものでありま

すので、ご審議いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 
●小野木議長 これから質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 

 （な し） 
●小野木議長 質疑なしと認めます。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 

（な し） 
●小野木議長 討論なしと認めます。 
 これから、議案第１７号を採決します。 

お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なし） 
●小野木議長 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１７号は、原案のとおり可決されました。 
 
         ◎ 議案第１８号 
●小野木議長 日程第１４ 議案第１８号豊頃町有バスの運行に関する条例の一部

改正についてを議題とします。 
本案について、提案理由の説明を求めます。 

 田中住民課長。 
●田中住民課長 議案第１８号、豊頃町有バスの運行に関する条例の一部改正につい

て、ご説明申し上げます。 
 本案は、現在道路運送法第８０条の規定により、自家用自動車有償運送の許可を受

け運行してきましたが、道路運送法が平成１８年１０月１日に改正され、第８０条の

許可制から第７９条の規定に基づく登録制へ移行になり、現在はこれの経過措置とし

て、みなし自家用有償旅客運送車として平成２０年９月３０日まで現状のまま運行で

きますが、その日以降は、改正された道路運送法の適用を受け、法に基づく対応をし

なければ有償運送はできません。 
 増大する費用と、減少する料金収入を検討したところ、有償運送より無料の運送の

ほうが、費用が少なくなるため、改正するものであります。 
 改正内容について、ご説明申し上げます。 
 豊頃町有バスの運行に関する条例第２条中、道路運送法第８０条第１項ただし書の

規定によりを削除し、第３条第１項については、運行日を改正し、第４条においては、

利用者等の範囲について改め、第５条では、町有バスの使用料は無料とすることを定

め、第６条から８条までにおいては、無料のため全文削除し、第９条中、規則でを規
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則廃止により別に改め、同条を第６条とすることとします。 
 別表第１及び別表第２は、無料により旅客運賃表、定期旅客運賃表は削除すること

といたします。 
 附則として、この条例は、平成２０年４月１日から施行するものであます。 
 また、豊頃町有バス運行に関する条例施行規則は廃止し、経過措置として、この条

例施行の際、現にこの条例による改正前の規定により、交付している乗車券について、

払い戻しの請求があった時は、平成２０年４月１日以降においても、なお効力を有す

る金額相当分について、当該払い戻しをすることが出来るものとする。 
 ただし、請求期間については、平成２１年３月３１日までとする。 
 以上でありますので、よろしくご審議くださるよう、お願い申し上げます。 
●小野木議長 これから質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 

 （な し） 
●小野木議長 質疑なしと認めます。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 

（な し） 
●小野木議長 討論なしと認めます。 
 これから、議案第１８号を採決します。 

お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なし） 
●小野木議長 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１８号は、原案のとおり可決されました。 
 
         ◎ 議案第１９号 
●小野木議長 日程第１５ 議案第１９号豊頃町職員の育児休業等に関する条例の

一部改正についてを議題とします。 
本案について、提案理由の説明を求めます。 

 熊野総務課長。 
●熊野総務課長 議案第１９号、豊頃町職員の育児休業等に関する条例の一部改正に

ついて、ご説明申し上げます。 
 本案は、急速な少子化に対応するため、育児を行う職員の仕事と家庭の両立を一層

容易にするための環境整備として、地方公務員について小学校就学までの子を養育す

るため、育児短時間制度を設けること等を目的に地方公務員の育児休業等に関する法

律の一部を改正する法律が平成１９年８月１日に施行されたことに伴い、本条例の一

部を改正しようとするものであります。 
 改正内容につきましては、別記に配布の議案説明書により、説明をさせていただき

たいと思いますので、目を通していただきたいと思います。 
 説明第１号により、説明をさせていただきます。 
 改正項目、まず育児休業関係についてでありますが、その主な改正内容は、再度の

育児休業をすることができる特別の事情については、負傷、疾病等により子を養育す
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ることができなくなった職員が育児休業の承認を取り消された後、当該負傷等から回

復した場合について定め、２として、育児休業をした職員が職務に復帰した場合に当

該育児休業の期間を１００分の１００以下の換算率で算出した期間を引き続き勤務

したものとみなして、復帰後最初の昇給日等に号給の調整をすることができることを

定めたものであります。 
 次に、育児の短時間勤務関係についてでありますが、これについては新たに育児の

ための短時間勤務を出来ることとして、その主な改正内容は、非常勤職員及び臨時的

に任用されている職員等以外の職員は、小学校就学前の子を養育するために、育児短

時間勤務をすることができることを、２として、育児短時間勤務終了後１年を経過す

る日以前に、同じ子について再度の育児短時間勤務をすることができる特別の事情に

ついて定めたものであり、３として、正規の勤務時間の形態と異なる勤務形態の職員

のための短時間勤務について、４については、育児短時間勤務の承認、期間の延長の

請求、承認取消等を定めたものであります。 
 次に、育児のための部分休業関係についてでありますが、この主な改正内容は、育

児短時間勤務をしている職員等については、部分休業することができないこととし

て、部分休業の承認の取消事由については、育児短時間勤務の承認の取消しと同様の

扱いとすることを定めたものであります。 
 附則として、この条例は、平成２０年４月１日から施行し、職務復帰後の号給調整

に関する経過措置として、育児休業をした職員の号給調整を行う場合は引き続き勤務

したものとして育児休業の期間は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改

正する法律の施行日以後の期間に対して１００分の１００以下の換算率を適用し、同

法施行日以前については、従前どおり２分の１とするものであります。 
 また、本条例を改正するのに伴い、豊頃町職員の勤務時間その他勤務条件に関する

条例の一部も改正するものであります。 
 その改正内容は、育児短時間勤務職員及び短時間勤務職員の１週間当たりの勤務時

間について、それから育児短時間勤務職員及び短時間勤務職員の週休日及び勤務時間

の割振りについて、育児短時間勤務職員及び短時間勤務職員に対し、公務運営に著し

い支障がある場合に日直勤務及び超過勤務を命ずることができること、次に育児短時

間勤務職員及び短時間勤務職員の年次有給休暇の付与日数を定める等を改正するも

のであります。 
 以上でありますので、よろしくご審議くださるよう、お願い申し上げます。 
●小野木議長 これから質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
●小野木議長 ５番大崎議員。 
●５番大崎議員 非常に、この条例の改正については、極めて先進的な考え方だとい

うことで非常に趣旨については賛意を称するものであります。 
 しかし、このへんを確認したいんですが、本町における職員の育児休業等について

は、やはり限定されてくると思いますが、極めてアバウトで結構でございますが、こ

のことについて、女子ばかりではございませんので、男子の育児ということも該当す

るということも含めて、そのへんについての説明を現状をお聞かせいただきたいと思

います。 
●小野木議長 答弁、熊野総務課長。 
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●熊野総務課長 今現在、育児休業中、休暇をとっている方については１名でござい

ます。 
●小野木議長 ５番大崎議員。 
●５番大崎議員 もう１点なんですが、それは女子だけではございませんね、この条

例については。 
 育児に対しては男子もという時代でございますから、そういうものについての考え

は、いかがですか。 
●小野木議長 答弁、熊野総務課長。 
●熊野総務課長 大崎議員が言われるとおりでございます。 
 男性、女性共にです。 
●小野木議長 ほかに質疑はありませんか。 

 （な し） 
●小野木議長 これで質疑を終わります。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 

（な し） 
●小野木議長 討論なしと認めます。 
 これから、議案第１９号を採決します。 

お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なし） 
●小野木議長 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１９号は、原案のとおり可決されました。 
 
         ◎ 議案第２０号 
●小野木議長 日程第１６ 議案第２０号豊頃町職員の給与に関する条例の一部改

正についてを議題とします。 
本案について、提案理由の説明を求めます。 

 石田副町長。 
●石田副町長 議案第２０号、豊頃町職員の給与に関する条例の一部改正について、

ご説明いたします。 
 本案は、行政組織機構を見直すことに伴いまして、職員の職名の追加等を行うこと

とし、また育児休業法の一部改正に伴いまして、豊頃町職員の育児休業等に関する条

例に関係する条文についても、一部を改正するものであります。 
 なお、平成１７年度から実施しております、給与の独自削減を平成２０年度におい

ても継続して実施することとして附則で規定しております。 
 第３条は給料表の規定でありますが、育児休業法の関係条文の適用を受け、短時間

勤務をする職員の給与月額について定め、第９条は通勤手当、第１３条は時間外勤務

手当、第１６条は期末手当及び第１６条の４は勤勉手当の関係規定をそれぞれ改める

ものであります。 
 また、第３条の別表第３給料表級別標準職務表中の標準的な職務に保健士長、保育

士長、保育所長及び子育て支援所長を追加するものであります。 
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 附則といたしまして、この条例は、平成２０年４月１日から施行するものでありま

すが、平成２０年度におきましても、引き続き町職員の給与の独自削減を行うことと

し、通勤手当の減額、及び期末手当基礎額算定に掛かる役職者加算の凍結の臨時措置

を、また規則で定めております管理職手当の減額につきましても、臨時措置により平

成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの期間に限り時限措置として附則

を設けるものでありますので、ご審議いただきますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 
●小野木議長 これから質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 

 （な し） 
●小野木議長 質疑なしと認めます。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 

（な し） 
●小野木議長 討論なしと認めます。 
 これから、議案第２０号を採決します。 

お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なし） 
●小野木議長 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２０号は、原案のとおり可決されました。 
 
         ◎ 議案第２１号 
●小野木議長 日程第１７ 議案第２１号豊頃町国民健康保険税条例の一部改正に

ついてを議題とします。 
本案について、提案理由の説明を求めます。 

 吉村出納税務課長。 
●吉村出納税務課長 議案第２１号豊頃町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例についてをご説明いたします。 
 本案の改正の主旨及び改正内容につきましては、議案説明書の説明第２号によりご

説明申し上げます。 
 はじめに、改正の主旨でありますが、現行の豊頃町国民健康保険税条例には徴収方

法を普通徴収により徴収する旨を規定しておりますが、国は特別徴収に関する規定を

整備するために国民健康保険法、同法施行令及び、同法施行規則の一部を改正する法

律を平成１９年１０月３1 日に公布をしたことから、本町においても現行の国民健康

保険条例に特別徴収の具体的な方法を明記するため、一部改正を行うものでありま

す。 
 次に、主な改正内容でありますが、第９条には特別徴収できる旨を追加し、第１２

条から第１８条までの７条を新たに追加し、特別徴収の具体的な方法を条文化いたし

ました。 
 改正内容でありますが、国民健康保険法では、世帯内の国民健康被保険者全員が６

５歳以上７５歳未満の世帯で、世帯主が年額１８万円以上の年金受給者である場合、
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平成２０年度から国民健康保険税を年金から差し引いて納付をする特別徴収の対象

者となることを明記したため、本町ではその具体的な徴収方法について、必要な条文

を追加するものであります。 
 具体的には、第１２条では特別徴収の方法を、第１３条では特別徴収義務者の指定

を、第１４条から第１６条までは特別徴収税額の納入方法を、第１７条では新たに特

別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収の規定を、第１８条では特別徴収するこ

とが出来なくなった場合の普通徴収への繰り入れをしております。 
 ただし、介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金額の２分の１を超えている場

合は、現行の普通徴収の方法で課税するということになります。 
 なお附則として、この条例は、平成２０年４月１日から施行することとし、適用区

分として。改正後の豊頃町国民健康保険税条例の規定は、平成２０年度以後の年度分

の国民健康保険税について適用し、平成１９年度分までの国民健康保険税について

は、なお従前の例によるものとし、新条例第１７条の規定は、平成２１年度以後の年

度分の国民健康保険税について適用するものであります。 
 以上でありますので、よろしくご審議くださるよう、お願いいたします。 
●小野木議長 これから質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
●小野木議長 ８番津久井議員。 
●８番津久井議員 この国民健康保険税ですけれども、今までは個人的には６５歳か

ら７５歳未満の被保険者というんですか、これらの方々からは徴収してなかったんで

はないんですかね。 
 ちょっと、そのへん聞いておきたいんですが。 
●小野木議長 答弁、吉村出納税務課長。 
●吉村出納税務課長 いま言っているのは、国民健康保険税として、取っているか取

ってないかということですよね。 
 それは取っております。 
●小野木議長 ８番津久井議員。 
●８番津久井議員 今までは、そうすると個人的に葉書か何かで請求をして、窓口で

払ってもらっていたというのが現状ですよね。 
 今回は、年金から差し引くというようなことを、ここに書いてあるんですけれども、

そのようなことなんでしょうか。 
●小野木議長 答弁、渡辺福祉課長。 
●渡辺福祉課長 国民健康保険につきましては、私の方なんですが、税については所

管課ということで今お答えがあったんですが、これは、今回国の大幅な税、あるいは

保険法の改正等によりまして、いわゆる後期高齢者も含めまして、制度が変わったわ

けでございます。 
 従来国民健康保険税、均等割という形で年配の方も掛かっていたものでございます

けれども、この４月からは、特別徴収という方法によっていわゆる年金から天引きを

すると、こういう方法になるということでございます。 
 リンクしまして、後期高齢者方も天引きされると、こういうことに変わるというこ

とでございます。 
●小野木議長 ８番津久井議員。 
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●８番津久井議員 それで年金から引くということですけれども、一般的に年金の受

給金額というのは、７０万前後ですよね、そういう方にいたってはどのくらいの額に

なるのかお聞きしたいと思います。 
●小野木議長 答弁、吉村出納税務課長。 
●吉村出納税務課長 非常に答えにくい質問でありますけれども、基本的に今言って

おりますのは、年金受給者の方が６５から７５歳未満の方で、全て年金生活者という

方、そういう方が年金から引くということであります。 
 それですから、年金が年額１８万円で保険料がその２分の１を超えた場合は引くこ

とが出来ないという規定であります。 
 豊頃町に、税がどれだけ１戸当たりに課税あるのかという部分については、国民健

康保険も含めての話でございますから、非常にお答えにくい部分なのかなと。 
 ただ、まだ試算等は一切してりませんけれども、大多数の方がその年金の方から引

けるのではないかというふうに事務担当方ではお話しをしております。 
 ただ、まだ正確な試算はしてございません。 
●小野木議長 ほかに質疑はありませんか。 
●小野木議長 １番藤田議員。 
●１番藤田議員 今の年金のほうから引かれるということですけれども、大変なこと

だと思うんですよね。 
 今までの年金生活だけでも大変だという状況の中で、また国民健康保険税も天引き

されるとなれば、本当に貰っている方は、もっともっと生活が苦しくなるという状況

なんですけれども。 
 この中で町長は、この条例の中で所得の状況その他の事情を勘案して豊頃町が定め

る額を特別徴収の方法によって徴収するということですとあるんですけれども、その

まま今の規定の中でやるつもりなのか、または状況を見ながらその世帯を状況を判断

しながら徴収方法または額ということも検討されるんでしょうか。 
●小野木議長 答弁、宮口町長。 
●宮口町長 今この年金から引くということは、これ制度上そういう法律ができまし

たので、一定の金額に定めたものは個人の意思に従って窓口で納めることは出来なく

なるわけです。 
 これはご承知のとおりだと思います。 
 今、津久井議員が言われますように、非常に厳しい方等については、法的に１８万

以下の者については、その限りでないんですけれども、法は内部でも十分検討して、

町長の裁量である程度、計算が本人に有利な方法が出来るんであれば、十分検討して

いきたいというふうに思っております。 
 ただ、所得だとかそういう個人的なことについての分析は自分しておりませんの

で、今後４月以降に向けて、そういう考えを十分踏まえて検討したいと思います。 
●小野木議長 ほかに質疑はありませんか。 

 （な し） 
●小野木議長 これで質疑を終わります。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 

（な し） 
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●小野木議長 討論なしと認めます。 
 これから、議案第２１号を採決します。 

お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なし） 
●小野木議長 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２１号は、原案のとおり可決されました。 
 
●小野木議長 午後２時１５分まで休憩します。 
 

午後０２時０５分 休憩 
午後０２時１５分 再開 

 
●小野木議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 
 
         ◎ 議案第２２号 
●小野木議長 日程第１８ 議案第２２号豊頃町行政財産使用料条例の一部改正に

ついてを議題とします。 
本案について、提案理由の説明を求めます。 

 和田地域振興課長。 
●和田地域振興課長 議案第２２号豊頃町行政財産使用料条例の一部改正について、

説明申し上げます。 
 行政財産の土地の使用許可につきましては、本条例に基づき手続きが行われている

ところですが、これまで工事等にかかる行税財産である土地の貸し付けは少ない状況

でしたが、本年度二宮トンネル改修工事や昨年９月の大雨による災害関連工事のた

め、行政財産の土地の一時使用申請が多く、かつ使用料が１，０００円未満の許可件

数も多いことなどから、普通財産に掛かる取扱いと同様に使用料が１，０００円未満

の場合は、使用料を１，０００円とする等の改正を行うものであります。 
 改正の内容ですが、条例第１条の改正は、本条例制定に関する根拠法令の条項と文

言の整理にかかる改正であります。 
 第２条の使用料の改正では、同条第１項において普通財産の使用にかかる豊頃町有

土地使用料徴収条例に定める使用料が、年額で規定されていることから、行政財産に

ついても、同様の扱いとするため、一月あたりの額を年額と文言を改め算出された使

用料の額が、１，０００円未満の場合は、当該使用りょの額を１，０００円とする規

定を追加。 
 第１号において、電柱等の使用料に関する規定を削り、工事用管理地のしようにつ

いて、豊頃町豊頃町有土地使用料図条例の別表に規定を適用する旨を追加。 
 電柱等の使用料については、第２号として、追加改正するものであります。 
 第３号及び第４号は、第２号追加により、現行号数が順次繰り下がるものでないよ

うについての改正はありません。 
 また、現行条例第３条、土地及び建物以外の行政財産の使用料に関する規定につい

ては、第２条に準じて算出する規定となっていることから同条を第５号として、第２
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条に追加し、現行条例第４条使用料の日割り計算の規定を月割計算の規定とすると共

に同条第３条と改め、第４条を削り以下第５条から第８条までを順次繰り上げ改正す

るものであります。 
 また別表中の使用料を月額使用料に改めるものであります。 
 なお附則としまして、この条例は平成２０年４月１日から施行するものと定めるも

のであります。 
 以上でありますので、よろしくご審議くださるよう、お願いいたします。 
●小野木議長 これから質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 

 （な し） 
●小野木議長 質疑なしと認めます。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 

（な し） 
●小野木議長 討論なしと認めます。 
 これから、議案第２２号を採決します。 

お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なし） 
●小野木議長 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２２号は、原案のとおり可決されました。 
 
         ◎ 議案第２３号 
●小野木議長 日程第１９ 議案第２３号こどもプラザとよころ設置条例の制定に

ついてを議題とします。 
本案について、提案理由の説明を求めます。 

 田中住民課長。 
●田中住民課長 議案第２３号こどもプラザとよころ設置条例の制定について、ご説

明申し上げます。 
 本案は、平成１９年１０月にこどもプラザとよころを開設し、茂岩保育所を移転運

営しておりますが、平成２０年４月より子育て支援センターを核として、ことばの教

室や学童保育を実施するにあたり、こどもプラザとよころ設置条例を次のとおり制定

するものであります。 
 第１条として設置条例を定め、第２条として名称及び位置を定め、第３条として事

業用施設を定め、第４条として職員を定め，第５条として委任を定めるものでありま

す。 
 附則として、この条例は、平成２０年４月１日から施行するものであります。 
 以上でありますので、よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 
●小野木議長 これから質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
●小野木議長 ６番大谷議員。 
●６番大谷議員 第４条のこどもプラザとよころに次に掲げる職員を置くというこ
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とで、館長が置かれるようになっていますが、今年度のこれから行われる機構改革で

は、福祉課長が兼務するような状況になっておりますが、そのように理解してよろし

いでしょうか。 
●小野木議長 答弁、石田副町長。 
●石田副町長 いま大谷議員がおっしゃられました、福祉課長が館長を兼務する形で

考えております。 
●小野木議長 ６番大谷議員。 
●６番大谷議員 そういうことであれば、非常に今まであった季節保育所その他が統

合されて重要な施設になってきているというふうに思っております。 
 そういった意味では、別の館長を設けてもいいのではないかというふうに考えます

けれども、今後においては、そのへんの考え方は流動的に持っていかれるのか、それ

とも、こういう形を継続されていくのかということをお伺いいたします。 
●小野木議長 答弁、石田副町長。 
●石田副町長 ええ、今、現在の段階では福祉課長を館長として兼務していただきま

して、その下に現場でありますけど、保育所長それから子育て支援所長の２名体制で、

この「こどもプラザとよころ」の運営をしていきたいと。 
 今後におきましても、当分このような形で運営をしていきたいというふうにこう考

えております。 
●小野木議長 ほかに質疑ありませんか。 
●小野木議長 ５番大崎議員。 
●５番大崎議員 第３条の件で、極めて愚問かもしれません。 
 こどもプラザ内に次に掲げる施設を置くところの１～４までありますが、豊頃町立

茂岩保育所、豊頃町学童保育所、立というこの言葉表現というのは他に使っていませ

んが、何か意味あるんですか。 
 あるいは理由があるんですか。 
 であれば、無ければそのへんの使い方というのは、やはり統一すべきではないかな、

こう考えましたがいかがですか。 
●小野木議長 暫時休憩します。 
 

午後０２時２５分 休憩 
午後０２時２８分 再開 

 
●小野木議長 再開します。 
 答弁、宮口町長。 
●宮口町長 現在、豊頃町立茂岩保育所につきましては、補助事業等につきましては、

この名称を使って今申請しております。 
 今後、大崎議員が言われるとおり、全て整合性をもてるように字句の訂正を十分考

えていきたいというふうに思っております。 
 よろしくお願いいたします。 
●小野木議長 ほかに質疑ありませんか。 

 （な し） 
●小野木議長 これで質疑を終わります。 
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 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 

（な し） 
●小野木議長 討論なしと認めます。 
 これから、議案第２３号を採決します。 

お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なし） 
●小野木議長 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２３号は、原案のとおり可決されました。 
 
         ◎ 議案第２４号 
●小野木議長 日程第２０ 議案第２４号豊頃町学童保育所条例の一部改正につい

てを議題とします。 
本案について、提案理由の説明を求めます。 

 友重教育課長。 
●友重教育課長 議案第２４号、豊頃町学童保育所条例の一部改正について、ご説明

をいたします。 
 現在、える夢館で、える夢児童クラブとして開設している豊頃町学童保育所の設置

位置の変更と、平成２０年度本年４月以降、学童保育所入所時の数、申込期限であり

ました、この１月３１日現在で、定員と同数である１９名となりました。 
 その申込期限以降も数件の入所の問い合わせがあるため、将来的な入所者数を勘案

して合わせて、定員を増員するものでございます。 
 改正の内容につきましては、第４条これは名称及び定員の表中、位置につきまして、

豊頃町茂岩本町１６６番地豊頃町える夢館内を、豊頃町茂岩栄町４番地こどもプラザ

とよころ内へ、定員１９名を３０名に改めるものであります。 
 また、第２条及び第６条第１項中、児童福祉法の一部改正によりまして、同法の条

項が変更になったため、本条例の該当条項を記載のとおり合わせて改めるものであり

ます。 
 なお附則として、この条例は、平成２０年４月１日から施行するものでありますの

で、よろしくご審議くださるようお願いいたします。 
●小野木議長 これから質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
●小野木議長 ７番長谷川議員。 
●７番長谷川議員 役場の機構からいきますと、福祉課に入るようになっているんで

す。 
 学童保育ですから、私も教育委員会と関係あるんでないかなと思っております。 
 今の説明は教育委員会からですから、これのどういうふうになっているのか、きち

っとこれが完全に学童保育というのは、福祉課に入っていますから、今度新しい。 
 そのへんの整合性といいますか、きちっとしたことをまずお伺いいたします。 
●小野木議長 答弁、友重教育課長。 
●友重教育課長 今現在、学童保育所、先ほどお話し申し上げたとおり、える夢児童
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クラブということで、える夢館の中で開設をしてございます。 
 それで、学童保育所の事務も教育委員会の事務文書の中で実施しております。 
 先ほど、議案第２３号で改正のあったとおり、この４月以降は、こどもプラザとよ

ころの中で、所管を替えて４月以降実施していくということで、今回の改正の説明、

いま現在担当している教育委員会の方で説明させていただいたものでございます。 
 以上でございます。 
●小野木議長 ７番長谷川議員。 
●７番長谷川議員 学童保育ですから、当然、豊頃小学校の子供さんが対象になるわ

けです。 
 大津小学校は対象になっていませんから。 
 ですから、この子供さん方が、まず学童保育にくる、保育所にくる、交通手段とい

いましょうか、徒歩で行くのかどうか、そのへんについてまずお伺いいたします。 
 それから、福祉課と教育委員会との当然機構が違いますから、教育委員会という機

構と、それから町の福祉課、子育て支援なんとかという機構が違いますから、これが

もし子供、例えば３０人と言いますとどのような体制で学童の保育の先生といいまし

ょうか、その体制がどれだけ、先生が一人ということは絶対にないと思いますし、そ

れが、例えば建物がプラザなんとかというと、保育所の先生も学童の先生もごっちゃ

になるようなことは、絶対ないのか、例えば学童は、あくまでも学童保育できちっと

独立したものでなされていくのか、そのへんもきちっとして説明をお願いします。 
 責任の取り方と言いましょうか、もし何かがありましたら、例えば業者が責任取る

のか、教育委員会が責任とるのか、というのですね、そういうことにはならないこと

が一番いいわけですけれども、子供ですから何があるかわかりません。 
 ですから、通学といいましょうか、その学童保育、プラザまで行く足といいますか、

そのへんも、きちっと確認しておきたいなというふうに。 
 そのへんも含めてお伺いいたします。 
●小野木議長 答弁、宮口町長。 
●宮口町長 私から答弁させていただきます。 
 また、細部にわたっては、それぞれの担当者、精通されている者から答弁させます。 
 今、学童保育は便宜上、教育委員会の中に入って、教育委員会の管理の元に学童保

育をしております。 
 ただ、学童保育というのは、あくまでも任意的なもので、その町村に有るとこ無い

とこもありますし、あくまでも児童がお父さん、お母さんの帰宅まで、一時的に、暫

時預かるような形が学童保育でありまして、教育の方は、これは文部省に基づいてや

っておりますから、根本的には本来は学童保育と教育との方は、関係は無いですけれ

ども、一応切り離して考えなきゃならない。 
 今、福祉のほうに持っていったというのは、全体的に児童福祉ということで考ると、

どうしても福祉の範ちゅうに入る。 
 ご存知のとおり、旧茂岩小学校の空き施設を児童の福祉の向上のためということ

で、保育所、ことばの教室、学童保育をまとめております。 
 最近働くお母さんが多いので、子供達を一時的に学校の授業を終えてから預かって

いるような形で、そこでは別に専門的な教育とか、そういったものもしていない。 
 あくまでも、その日の自分の宿題なり、好きな絵本を読んだりする、一時的に時間
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を費やして、安全に管理をしているのが学童保育であります。 
 もちろん事故が、そこで事故が発生した場合、事故の内容ですけれども町長が責任

者になろうかというふうに思っております。 
 特に学童保育、ことばの教室、それから保育という、一つの施設の中で関連すれば

兄弟もいらっしゃるし、いろんな形でそういった福祉の行政がしやすいということ

で、一同に会したような形でございます。 
 従いまして、今後は教育委員会の方とは、ご縁がなくなるような形になる。 
 ただ学童保育の児童は皆学校へ行っておりますので、なにかあった場合については

学校に連絡を取ったり、教育委員会に通報したり、子供の教育に関連するというか、

そういったこと等については、やはり連携を取りながら、人様のお子さんですから、

大切に預かっていきたいというふうに思っております。 
 以上です。 
●小野木議長 答弁、友重教育課長。 
●友重教育課長 学童保育所に通う足といいますか交通手段のことにつきまして、今

現在スクールバスの下校便を利用した形で、える夢館の方に来ていただいておりま

す。 
 新年度４月以降も、そのような形でバスを利用した形になろうかと思います。 
 後もう１点、大津は該当にしていないんでないかというお話しだったんですけど、

当然、町内一円全部の小学校から大津小学校も該当した中で、学童保育所開設してお

ります。 
 ただ、今まで該当される申し込みされている方がいなかったということです。 
 ただ、帰りはですね、父母の方に学童保育所の場所まで、迎えに来ていただくとい

う体制をとっていただいております。 
●小野木議長 答弁、田中住民課長。 
●田中住民課長 先ほどのご質問の中でどういう体制の中で、学童保育が行われるの

かということも含めてですね、先ほど議案第２０号のところで、説明があったように、

今度は保育所長及び子育て支援所長という形をとりますので、保育所長というのは、

茂岩保育所及び大津保育所の頭にあるという考え方をしていただきたいと思います。 
 それから子育て支援所長というのは、学童保育及びことばの教室、子育て支援セン

ターそれの頭になるという形です。 
 そして、学童保育及びことばの教室には、専任の先生を置きまして、さらにその下

に補助指導員というものを付ける予定をしております。 
 その場合に、非常に人数が今、友重課長が申し上げましたように。１９から３０に

なったということで、ただ３０人という数字の目途は、保育所の４歳・５歳について

も、３０人で先生が１人という国の規定があります。 
 ただ、それがあるから、３０人だから先生が１人だという考え方は、私どもしてま

せんし、それで補助的な役目がらを作って、４月から運営をしていくという形になり

ます。 
 さらには、そこで一時保育という言葉が出ておりませんけれども、一時保育も私共

は４月からやることになっておりますので、その場合には人数が増えた場合には、下

におられる茂岩保育所の保育士なり、そういう方が、随時上がってやれる体制、さら

には、下から上へ、上から下への応援という協力体制の元にこどもプラザ館が運営し
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ていくというような考え方でおります。 
 以上です。 
●小野木議長 ７番長谷川議員。 
●７番長谷川議員 学童保育の建物というのは、ほとんど学校の近くにあるんです、

でないかと思うんです。 
 なぜかというと、やはり交通事故ということを、やはり絶対頭に置いているんでな

いか、ですから距離的にこれだけ離れているというところは、僕はほとんどないんで

ないかと思います。 
 それをスクールバスで対応していただけると、すばらしいことだと思います。 
 ただ、それが全学年までのびるのか。 
 やっぱり、やっていただくんでしたらそこまでやっていただきたい。 
 安全を確保する上でですね。 
 先ほど課長が、学童保育は大津も含まれていないというこれは私のとらえ方が間違

っていましたけど、利用でいないものは、大津の地域の人にしてみれば、あってない

ようなものなんです。 
 それを、面と向かって、大津の人方にも対応できるんだというような、こういう思

いといいますか、これはやはり行政の中で、あっては困るんではないかと思います。 
 大津の人が、学童保育利用出来ますか。現実的に。出来ないですよ。 
それは決して、大津のそういう学童保育の権利のあるお母さん方、お父さん方は、声

だしてないはずですよ。 
 これはやっぱり、地理的に無理だな、そういうことを考えていってないです。 
 あってそれが利用できれば、こんなすばらしいことはないんです。 
地元のお母さん、お父さんにしても。ただそれは、やはり現実的に出来ない距離的な

問題もあるから出来ないということで、それを使えるんだというふうに拡大解釈、そ

の通りかもしれませんけど、やっぱり使えないものは使えないんだというような思い

をしていただきたいというふうに思っております。 
 それでですね、とりあえず交通事故というのが一番大変なことですから、まず気を

付けてもらいたい。 
 そして、拡大解釈して、保育所の子供達がそういう交通手段を使えないんでしょう

か。これについてはいろいろ問題もあるでしょうし、そのいろんな制約があるかもし

れませんけど、努力して使うという方向にもっていけないものかその点もお伺いいた

します。 
●小野木議長 答弁、宮口町長。 
●宮口町長 今、保育所の子供達のスクールバスの利用についてですけれども、ただ、

一番問題になるのが、安全の確保ですからお母さんが乗るか、保母が乗るか、さらに

小さい子供になるとシートベルトの問題が発生して、交通安全関係の法令をクリアす

るのにも、大変難儀をする状況です。 
 今、自分の子供は自分の車で、送迎をしていただくのがある程度定着してきている

ものですから、そのへんはあくまでも、子供達の家庭に依存しているような形で、仮

に今スクールバスに乗せるとなると、全般的な見直し、時間の体制で非常に時間も掛

かりますし、そういった先ほど言った法律もクリアするということになれば、相当厳

しい問題がありますので、現在のところはこのまま実行したいと考えます。 
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 よろしくお願いいたします。 
●小野木議長 ほかに質疑ありませんか。 

 （な し） 
●小野木議長 これで質疑を終わります。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 

（な し） 
●小野木議長 討論なしと認めます。 
 これから、議案第２４号を採決します。 

お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なし） 
●小野木議長 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２４号は、原案のとおり可決されました。 
 
         ◎ 議案第２５号 
●小野木議長 日程第２１ 議案第２５号豊頃町乳幼児医療費給付条例の一部改正

についてを議題とします。 
本案について、提案理由の説明を求めます。 

 渡辺福祉課長。 
●渡辺福祉課長 議案第２５号豊頃町乳幼児医療費給付条例の一部改正について、ご

説明いたします。 
 この度の改正は、本町における少子化対策の一環として、乳幼児医療費給付の充実

を図るため、本年４月から医療保険制度改革に合わせ、また、北海道の乳幼児医療給

付事業の改正も踏まえ当該条例の改正を行うものであります。 
 この度の改正の主な内容としては、道の乳幼児医療給付事業の改正に伴う、小学生

の入院に掛かる自己負担を現行３割から１割に負担軽減するとともに、豊頃町独自の

負担軽減措置として、外来通院に掛かる個人負担を現行３割から２割に軽減する改正

であります。 
 合わせて国の制度改正に伴う文言の整備を行うものであります。 
 従いまして、小学生を対象とするため、条例の表題をはじめ、各条文中の乳幼児を

乳幼児等に改め、第２条の対象年齢も満６歳から満１２歳に改め、同条第５項中の健

康保険法第８８条第４項を高齢者の医療の確保に関する法律第７８条第４項に改め、

第４条第１項にただし書きを加え、入院及び指定訪問看護以外の給付は２分の１とす

る改正であります。 
 附則として、この条例は、平成２０年４月１日から施行するものであり、年齢に関

する経過措置として、この条例の施行の日から平成２０年７月３１日までの間は、こ

の条例の規定による改正後の条例第２条第１項中満１２歳とあるのは満６歳とする

ものであります。 
 以上でありますので、よろしくご審議くださるようお願いいたします。 
●小野木議長 これから質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
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●小野木議長 ３番菅谷議員。 
●３番菅谷議員 この条例の中で、乳幼児を乳幼児等という用語の定義ですね、これ

は１２歳をもっていわゆる乳幼児等という考え方で、６歳までは乳幼児だという考え

方なんですか。 
 それとも、乳幼児等ということになると、中学生１５歳ですね、１５歳くらいまで

は対応できないのかどうか、ちょっとお伺いしたいと思います。 
●小野木議長 答弁、渡辺福祉課長。 
●渡辺福祉課長 従来の乳幼児につきましては、提言としては言葉の使い方として

は、０歳～５歳いわゆる就学前という考え方であります。 
 ６歳～１２歳小学校を対象とするために、通常であれば児童という言葉を学校教育

法では使うわけでありますけれども、それらが合間って乳幼児等というふうにしたわ

けでございます。 
 中学生につきましては、学校教育法では生徒というふうに言っておりますけれど

も、本町としては、中学生は対象としていないという考え方でございます。 
●小野木議長 ３番菅谷議員。 
●３番菅谷議員 条例改正は、外来の小学校のいわゆる自己負担３割から２割に削減

するということでございますから、これは入院等については、考えておられないんで

すか。入院等については。 
●小野木議長 答弁、渡辺福祉課長。 
●渡辺福祉課長 改正の中にも含まれて、先ほども説明させていただきましたが、小

学生の入院につきましては、道の方の改正で、北海道がいわゆる従来３割負担だった

のを１割負担にするとこういうことになって合わせて改正するということでござい

ます。 
●小野木議長 ほかに質疑ありませんか。 

 （な し） 
●小野木議長 これで質疑を終わります。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 

（な し） 
●小野木議長 討論なしと認めます。 
 これから、議案第２５号を採決します。 

お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なし） 
●小野木議長 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２５号は、原案のとおり可決されました。 
 
         ◎ 議案第２６号 
●小野木議長 日程第２２ 議案第２６号豊頃町後期高齢者医療に関する条例の制

定についてを議題とします。 
本案について、提案理由の説明を求めます。 

 渡辺福祉課長。 
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●渡辺福祉課長 議案第２６号豊頃町後期高齢者医療に関する条例の制定について、

ご説明いたします。 
 本年４月１日からスタートする後期高齢者医療について、本町として必要な条例を

新たに制定するものであり、この条例の制定にあたっては、北海道後期高齢者医療広

域連合条例の定めるところにより定めるものであります。 
 第１章は、本町が行う事務についての規定であり葬祭費の支給、保険料の納入通知、

徴収猶予、減免に関する手続きなどの規定であります。 
 第２章は、保険料の徴収対象者、納期保険料の督促などの規定であります。 
 第３章は、罰則規定であります。 
 附則として、第１条この条例は、平成２０年４月１日から施行するものであります。 
 第２条は、平成２０年度において、被保険者の被扶養者であった被保険者から普通

徴収する保険料の納期は第５期から第７期までとする規定であり、第２項として、附

則前項の納期に納入が困難な非保険者の納期については、１０月 1 日以後の町長が定

める時期とする規定であります。 
 第３条は、第６条第１項に規定する延滞金、年７．３％の割合を当分のあいだ公定

歩合プラス年４％とする規定であります。 
 以上でありますので、よろしくご審議くださるようお願いいたします。 
●小野木議長 これから質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
●小野木議長 ７番長谷川議員。 
●７番長谷川議員 これは国の法律で定められたと言いましょうか、決まったことが

町村に下がってきたと言いましょうか。 
 内容のことというよりも、私は本町の取り組み方として、これに該当する人、該当

する町民の方は何人ぐらいいるんでしょうか。 
 まずその点からお聞かせ願います。 
●小野木議長 答弁、渡辺福祉課長。 
●渡辺福祉課長 本町７５歳以上の高齢者であります６７０名程度でございます。 
●小野木議長 ７番長谷川議員。 
●７番長谷川議員 私もぱっとしない、こういうことを見せられても内容まできちっ

と把握できないわけですよね。 
 ですから、私は多くの町民の皆さんが、この法律がどういうものなのかなと不安を

持っているとおもうんですよ。 
 ですから、私は町の取り組み、去年、障害者自立支援法という法律が制定されまし

たね、その時も人数的には少ないんですけど、その当事者の親御さんというのは今入

っている施設からでなきゃいけないんでないかと、ものすごい不安にかられて、その

法律の解釈というものが出来ないといいますか、よく分からない。 
 こういう文章を読まされたり、そういう施設から貰ってきたあれでは理解できない

んですよね。 
 ですから私が担当の人にお願いして説明してもらったという経緯もありますから、

そうするとものすごく安心するわけです。 
 この法律も今回多くの町民の皆さんは、ほとんど１発で理解できないと思います。 
 町サイドでこの該当者だけでもいいです、分かりやすく、こういうことですよと事
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例を付けてしてやるということもすごく大切なことでないかと思うんです。 
 やっぱりやさしい行政と言いますか、これも協働の作業の一つに入るんでないかな

というふうに思うわけですけど、この点についてどうでしょう。 
●小野木議長 答弁、渡辺福祉課長。 
●渡辺福祉課長 そのとおりだというふうに考えております。 
 従いまして、すでに北海道におきましても、支庁で説明会を開催したり、あるいは

町においても、すでに昨年からこの制度が始まりますよという、広報で周知をさせて

いただいておりますが、それ１回で分かるかと言えばなかなか難しい点がございま

す。 
 従いまして、この３月１８日に、える夢館で説明会を開催をする予定をしておりま

すが、これについては、国の制度なものですから、いかんともしがたいところがござ

いまして、今後、出前講座等を利用いたしまして、要望があればこちらから出向いて

説明に上がるような体制も考えております。 
 よろしくお願いいたします。 
●小野木議長 ほかに質疑ありませんか。 
●小野木議長 ８番津久井議員。 
●８番津久井議員 この後期高齢者制度に年寄りの方々が移行するわけですけれど

も、これに対する行政としてのメリット、また個々の被保険者としてのメリットはど

ういうものがあるんでしょうか。 
●小野木議長 答弁、渡辺福祉課長。 
●渡辺福祉課長 まず、行政としてのメリットと申し上げますと、従来老人保健制度

でございました。 
 これにつきましては、町が保険者で運営をしておりまして、医療費が高額になると

き、それから少ない時とかなり差がございますし、特に本町のように高齢者が多い町

は、老人医療費拠出金が非常に多くなるとこういう状況でありまして、国としても、

この各市町村の７５歳以上の医療費に対する平準化といいましょうか、小さい町では

非常に掛かる時と掛からない時の差が大きいというようなことも含めまして、平準化

ということがまずありますので、それは今北海道が一つになって広域連合でやるため

にそれは十分メリットと言えるのではないかなと思います。 
 被保険者の方のメリットなんですけれども、これは受ける側というのはほとんど変

わらないかなというふうに思います。 
 制度が変わって、ただ、保険料を新たに負担しなければならない保険者が、いわゆ

る国保以外の方、社会保険あるいは共済組合で７５歳以上の方は、現在払っておりま

せんので、そういう方に新たに保険料が発生するというようなデメリットがあろうか

というふうに思います。 
●小野木議長 ほかに質疑ありませんか。 
●小野木議長 ８番津久井議員。 
●８番津久井議員 これは平準化事業だそうですけれども、これは町村によって掛け

金は異なるんでしょうか。 
●小野木議長 答弁、渡辺福祉課長。 
●渡辺福祉課長 もちろん、今までの医療費に掛かる実績等によりまして、道内でも

いわゆる若い人からの支援金ということで、老健法は拠出金という言い方で国保会計
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から繰り出ししていたわけですけれども、今度は支援金ということで広域連合に支払

うような形になります。 
 広域連合における後期高齢者医療費は、この支援金で運営されることになります。 
●小野木議長 暫時休憩します。 
 

午後０２時５５分 休憩 
午後０２時５７分 再開 

 
●小野木議長 再開します。 
●渡辺福祉課長 基本的には、北海道の医療費の計算のうえ、北海道平均としては、

一人当たり８万６，２８６円という金額をはじきまして、それを逆算しまして、均等

割というのと所得割というのを５０％づつ算定をしまして、保険料をはじくような形

になっておりますが、更別ですとか、陸別町、その他道内の数カ所町村については、

医療費が安いということで、これらの保険料については、５年ほどいわゆる支援金が

安くなっているという状況でございます。 
●小野木議長 答弁、宮口町長。 
●宮口町長 私からも答弁させていただきますけれども、一つ先ほど第１点は、長谷

川議員の言われました、後期高齢者医療制度の説明ですけれども、過日新聞でも広尾

町では各地域に出向いて、その関係者を呼んで説明している。 
 特に後期高齢者の方々は非常に心配をしております。 
 いくら掛かるのか、どうなのか、出来れば今言った出前講座という話もありますけ

れども、早急に出向くぐらいの気持ちで、担当者に説明していきたいというふうに思

っているし、それから、さらにいくら位掛かるのかだいたい事務担当者で分かります

ので、それも積極的に多少個人差はありますけれども、平均どのくらいということで、

もうちょっと、職員が出向いて積極的にやりたいというふうに考えています。 
 よろしくお願いいたします。 
●小野木議長 ほかに質疑ありませんか。 

 （な し） 
●小野木議長 これで質疑を終わります。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 

（な し） 
●小野木議長 討論なしと認めます。 
 これから、議案第２６号を採決します。 

お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なし） 
●小野木議長 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２６号は、原案のとおり可決されました。 
 
         ◎ 議案第２７号 
●小野木議長 日程第２３ 議案第２７号豊頃町重度心身障害者及びひとり親家庭
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等の医療費の助成に関する条例の一部改正についてを議題とします。 
本案について、提案理由の説明を求めます。 

 渡辺福祉課長。 
●渡辺福祉課長 議案第２７号豊頃町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費

の助成に関する条例の一部改正について、ご説明いたします。 
 この度の改正は、高齢者の医療の確保に関する法律の改正及び北海道の助成内容に

合わせ外来の給付対象を精神保健福祉手帳１級保持者にも拡大する改正、それに伴う

文言の整理を行うための条例改正であります。 
 第２条の改正は、定義の改正であり、同条第１号は、精神手帳と区別するために、

身障手帳に改正するものであり、同条第２号は、精神障害者を対象者に追加するため

の規定、第３号は精神障害者１級のものが対象となる規定、次に、同条第３項から第

５項までの改正は、根拠法令が老人保健法から高齢者の医療の確保に関する法律にな

ることに伴う改正、第３条の改正は、精神障害者の入院医療を助成の対象から外す規

定、同条第３号は、根拠法令が老人保健法から高齢者の医療の確保に関する法律にな

ることに伴う改正であります。 
 附則として、この条例は、平成２０年４月１日から施行するものでありますが、改

正後の第２条第１項第３号の精神保健手帳の交付は、本年８月１日からの施行となり

ます。 
 以上でありますので、よろしくご審議くださるようお願いいたします。 
●小野木議長 これから質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 

 （な し） 
●小野木議長 質疑なしと認めます。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 

（な し） 
●小野木議長 討論なしと認めます。 
 これから、議案第２７号を採決します。 

お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なし） 
●小野木議長 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２７号は、原案のとおり可決されました。 
 
●小野木議長 午後３時１５分まで休憩します。 
 

午後０３時０２分 休憩 
午後０３時１５分 再開 

 
●小野木議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 
 
         ◎ 議案第２８号 
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●小野木議長 日程第２４ 議案第２８号豊頃町介護保険条例の一部改正について

を議題とします。 
本案について、提案理由の説明を求めます。 

 渡辺福祉課長。 
●渡辺福祉課長 議案第２８号豊頃町介護保険条例の一部改正について、ご説明いた

します。 
 この度の改正は、介護保険法の改正及び介護保険料の激変緩和措置の実施に伴い条

例の一部を改正するものであります。 
 第１１条第１号中の改正は、介護保険運営協議会の所掌事務の規定であり、老人保

健制度の廃止による条文の改正であＲます。 
 附則第１条として、この条例は、平成２０年４月 1 日から施行するものであります。 
 附則第２条として、平成１８年度から実施した、介護保険料の激変緩和措置を平成

２０年度も引き続き適用させるための改正であります。 
 なお、激変緩和措置は、平成１８年度の介護保険法の改正により、老年者控除の廃

止、非課税措置の廃止により保険料が急激に上がる人のための軽減措置であります。 
 以上でありますので、よろしくご審議くださるようお願いいたします。 
●小野木議長 これから質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 

 （な し） 
●小野木議長 質疑なしと認めます。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 

（な し） 
●小野木議長 討論なしと認めます。 
 これから、議案第２８号を採決します。 

お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なし） 
●小野木議長 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２８号は、原案のとおり可決されました。 
 
         ◎ 議案第２９号 
●小野木議長 日程第２５ 議案第２９号豊頃町過疎地域自立促進市町村計画の一

部変更についてを議題とします。 
本案について、提案理由の説明を求めます。 

 和田地域振興課長。 
●和田地域振興課長 議案第２９号豊頃町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更

について、説明いたします。 
 豊頃町では、平成１７年から平成２１年までの５カ年計画として、豊頃町過疎地域

自立促進市町村計画を定め、過疎債の財政措置を受けておりますが、平成２０年度か

ら２３年度に施行を予定する豊頃１１号線冬雪害防止工事において、過疎債の充当を

予定することから、同計画の変更について、過疎地域自立促進特別措置法第６条第６
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項の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。 
 変更する内容につきましては、議案にお示ししているとおりでございますが、３交

通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進（３）の計画の項目中、２交通通信

体系の整備、（！）市町村道道路の事業内容に、豊頃１１号線幅員５．０ｍ、改良１，

０００ｍ、舗装１，０００ｍ及び事業主体に町をそれぞれ追加するものであります。 
 以上でありますので、よろしくご審議くださるようお願いいたします。 
●小野木議長 これから質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 

 （な し） 
●小野木議長 質疑なしと認めます。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 

（な し） 
●小野木議長 討論なしと認めます。 
 これから、議案第２９号を採決します。 

お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なし） 
●小野木議長 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２９号は、原案のとおり可決されました。 
 
         ◎ 同意案第１号 
●小野木議長 日程第２６ 同意案第１号豊頃町固定資産評価審査委員会委員の選

任についてを議題とします。 
同意案第１号について、提出者の説明を求めます。 

 宮口町長。 
●宮口町長 同意案第１号豊頃町固定資産評価審査委員会委員の選任について、ご説

明申し上げます。 
 本案は、来る４月２０日で任期満了となる川村重幸氏を再び選任いたしたく地方税

法４２３条第３項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでありますので、よろし

くお願い申し上げます。 
 以上です。 
●小野木議長 これから質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 

 （な し） 
●小野木議長 質疑なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本件は、人事案件につき、討論を省略したいと思います。 
 ご異議ありませんか。 

（異議なし） 
●小野木議長 異議なしと認めます。 
 したがって、本件については、討論を省略することに決定しました。 
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●小野木議長 これから、同意案第１号を採決します。 
お諮りします。 

 本件は、これに同意することにご異議ありませんか。 
（異議なし） 

●小野木議長 異議なしと認めます。 
 したがって、同意案第１号は、同意することに決定しました。 
 
         ◎ 陳情の委員会付託 
●小野木議長 日程第２７ 陳情の委員会付託を行います。 
●小野木議長 本日までに受理した陳情は、お手元に配布しました、陳情文書表のと

おりです。 
 陳情文書表を職員に朗読させます。 
 佐藤事務局長。 
●佐藤事務局長 陳情文書表、受理番号２、受理年月日、平成２０年２月２１日。 
 件名 地域医療の確保に関する意見書の提出を求める陳情について。 
 請願者の住所及び氏名、豊頃町茂岩本町１２５番地 連合北海道 連合会 会長 

岡崎清。 
 付託委員会、産業厚生常任委員会。 
 以上です。 
●小野木議長 ただいま朗読しました陳情については、陳情文書表のとおり、所管の

常任委員会に付託し、審査することにします。 
 
         ◎ 休会議決 
●小野木議長 日程第２８ 休会の議決の件を議題とします。 
 お諮りします。 
 議案等精査のため、３月６日から同月９日までの４日間、休会としたいと思います。 
 ご異議ありませんか。 

（異議なし） 
●小野木議長 異議なしと認めます。 
 したがって、３月６日から同月９日までの４日間、休会とすることに決定しました。 
 
         ◎ 散会宣告 
●小野木議長 以上で、本日の日程はすべて終了しました。 
 本日は、これで散会します。 
 

午後０３時２３分 散会 
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上記会議の次第は、議会事務局長 佐 藤  潤 の記載したものであるが、その内

容の正確であることを証するため、ここに署名する。 
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